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１
月
31
日
に
島
原
鉄
道
㈱
か
ら
廃
止
発

表
が
行
わ
れ
て
以
来
、
南
島
原
市
で
は
一

貫
し
て
存
続
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
い
、

島
原
鉄
道
㈱
の
ほ
か
、
国
や
県
、
関
係
自

治
体
と
協
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
①
毎
年
増
加
が
見
込

ま
れ
る
赤
字
の
補
て
ん
、
②
安
全
確
保
の

た
め
に
今
後
見
込
ま
れ
る
設
備
投
資
へ
の

多
額
の
支
援
を
、
南
島
原
市
は
じ
め
関
係

自
治
体
が
将
来
に
渡
っ
て
続
け
て
い
く
こ

と
は
困
難
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
来
年
４
月
以
降
の
公
共

交
通
を
支
障
な
く
確
保
す
る
た
め
、
鉄
道

に
代
わ
る
代
替
交
通
の
確
保
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
の
経
過
等
に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
の
疑

問
や
ご
意
見
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
４
回
の
会
議
を
開
催
し
、
利

用
客
乗
降
調
査
な
ど
必
要
な
調
査
を
行
い

な
が
ら
課
題
や
問
題
点
、
市
と
し
て
の
方

策
な
ど
に
つ
い
て
協
議
す
る
ほ
か
、
市
内

の
高
校
な
ど
関
係
団
体
の
代
表
者
も
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
交
え
、
利
用
者
皆
さ
ん

の
意
見
を
聴
い
て
き
ま
し
た
。

　
３
月
26
日
に
は
市
議
会
と
共
に
、
存
続

の
要
望
書
を
島
原
鉄
道
㈱
に
提
出
し
ま
し

た
が
、
３
月
30
日
に
は
廃
止
届
が
提
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
20
日
に
開
催
し
た
第
４
回

会
議
で
は
、
存
続
に
向
け
た
県
や
沿
線
４

市
と
の
協
議
状
況
を
報
告
し
、
赤
字
補
て

ん
が
困
難
な
状
況
を
説
明
し
た
上
で
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
伺
い
、

公
的
支
援
の
可
否
決
定
の
参
考
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
会
議
の
詳
細
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　　
市
の
対
策
本
部
と
平
行
し
て
国
、
県
、

沿
線
４
市
、
民
間
の
関
係
団
体
及
び
島
原

鉄
道
㈱
で
構
成
す
る
島
原
鉄
道
自
治
体
連

絡
協
議
会
路
線
廃
止
問
題
対
策
会
議
で
協

議
、
調
整
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
４
月
17
日
の
第
１
回
会
議
に
お
い
て
、

存
続
の
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
「
南
線
の

赤
字
補
て
ん
が
将
来
に
渡
っ
て
あ
れ
ば
検

討
の
余
地
が
あ
る
。
」
と
の
発
言
が
島
原

鉄
道
㈱
か
ら
あ
り
、
国
、
県
、
沿
線
４
市

の
担
当
課
長
等
で
構
成
す
る
同
幹
事
会
に

お
い
て
、
赤
字
補
て
ん
の
方
策
等
に
つ
い

て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
、
南
線
の
大
部
分
を
抱
え
る

本
市
と
し
て
は
、
支
援
案
を
２
度
提
示
し

て
協
議
を
進
め
ま
し
た
。
し
か
し
今
後
赤

字
の
大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
や

設
備
投
資
に
対
し
て
も
多
額
の
支
援
が
必

要
な
こ
と
、
ま
た
、
人
口
の
減
少
や
自
家

用
車
の
普
及
な
ど
に
よ
り
、
決
定
的
な
増

収
策
も
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
沿
線
自
治

体
及
び
県
に
よ
る
公
的
支
援
は
困
難
と
判

断
、
路
線
廃
止
問
題
対
策
会
議
に
お
い
て

了
承
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　　
グ
ラ
フ
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
島
原
鉄

道
㈱
か
ら
示
さ
れ
た
南
線
の
赤
字
は
、
平

成
17
年
度
の
実
績
で
１
億
１
千
１
百
万
円

で
す
が
、
平
成
23
年
度
で
は
２
億
３
千
３

百
万
円
と
倍
以
上
に
膨
れ
、
市
の
負
担
も

倍
増
し
、
そ
の
後
も
さ
ら
に
増
加
が
続
く

も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

　
グ
ラ
フ
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は

運
行
の
安
全
確
保
の
た
め
に
今
後
見
込
ま

れ
る
設
備
投
資
に
対
す
る
沿
線
自
治
体
の

負
担
見
込
み
額
で
す
。
こ
の
設
備
投
資
は

国
庫
補
助
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
が
、
沿

線
自
治
体
も
応
分
の
負
担
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
運
行
費
の
赤
字
補
て
ん
と
合

わ
せ
る
と
市
の
負
担
は
更
に
大
き
な
額
と

な
り
ま
す
。

　
こ
う
の
よ
う
に
公
的
支
援
を
実
施
し
た

場
合
、
厳
し
い
行
政
改
革
を
行
い
財
政
健

全
化
を
目
指
す
本
市
に
あ
っ
て
は
、
他
の

行
政
運
営
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
利
用
者
を
増
や
し
て
収
益
を

上
げ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
グ
ラ
フ
３
、
５
は
本
市
の
人
口
と
高
校

生
の
人
口
の
推
移
、
グ
ラ
フ
４
は
平
成
17

年
度
の
南
線
輸
送
人
員
の
通
勤
・
通
学
・

そ
の
他
の
比
率
で
す
が
、
人
口
は
年
々
減

少
を
続
け
、
利
用
者
全
体
の
６
割
以
上
を

占
め
る
高
校
生
の
数
も
当
然
減
少
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
17
年
度
の
本
市
の
１
世
帯

当
た
り
の
人
口
は
３
・
１
人
、
自
家
用
車

保
有
台
数
は
１
世
帯
当
た
り
２
・
３
台
で

す
。
こ
れ
は
、
長
崎
県
平
均
１
・
６
台
を

大
き
く
上
回
る
県
下
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
普

及
率
で
、
車
を
運
転
し
な
い
お
年
寄
り
や

子
ど
も
の
数
を
考
慮
す
る
と
、
一
人
１
台

近
い
保
有
台
数
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
人
口
は
減
少
し
、
自
家
用
車
は
十
分
に

普
及
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
今
後
利
用
者
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
は

非
常
に
難
し
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
、
決

定
的
な
増
収
策
は
見
い
だ
せ
な
い
状
況
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
総
合
的
に
検
討

し
た
結
果
、
将
来
に
渡
っ
て
公
的
な
支
援

を
続
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

～現在の状況をお知らせします～

市
の
対
策
本
部
で
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
の
？

他
の
自
治
体
と
の
協
議
の
状
況
は
？

な
ぜ
公
的
支
援
が
困
難
な
の
？

南線の赤字額

南島原市の人口の推移（国勢調査）

南線輸送人員の推移（島原外港～加津佐間）

今後見込まれる設備投資への自治体負担
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３月27日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第１回幹事会開催�　　　　　　

◎島原鉄道の現状・動きについて島原鉄道㈱より報告
◎路線廃止問題対策会議の運営・今後の日程等につい
　て協議

３月26日　島原鉄道㈱へ存続要望書を提出�

３月30日　島原鉄道㈱が九州運輸局へ廃止届を提出�

４月17日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議第１回会議開催�　　　　　　　　

◎島鉄から南線の赤字分111百万円の補てんがあれば

　存続について検討の余地がある旨の発言　　　　　
◎赤字補てんの負担方法等の協議、検討を同会議の幹
　事会に付託し、次回の会議に諮ることを決定

４月12日～26日　各支所単位で自治会長会議開催�　

◎島原鉄道廃止発表からの経過について報告

５月11日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第２回幹事会開催�　　　　　　

◎路線存続のための条件等について協議

５月25日　「地域公共交通の活性化及び再生に関する
　　　　　 法律」公布　　　　　　　　　　　　　

６月１日　鉄道事業廃止に関する九州運輸局の意見聴取�

◎これは、平成 20 年４月１日に予定されている廃止
　日を、それ以前に繰り上げることができるかどうか
　について、関係自治体に意見を求めるもので、本市
　のほか、島原市、長崎県が意見を陳述　　　　　　
◎路線存続について協議、検討中である状況において、
　廃止期日の繰り上げは困る旨の意見を陳述

６月18日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第３回幹事会開催�　　　　　　

◎南島原市から島原鉄道全線存続のための支援案を提
　示して協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎あくまで南線の問題として、再度南島原市が南線赤
　字分の支援案を提示することに決定

７月11日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第４回幹事会開催　　　　　　　

◎南島原市から南線赤字分の支援案を提示して協議

７月20日　南島原市島原鉄道廃止問題対策本部第４回
　　　　　会議開催�　　　　　　　　　　　　　　

◎島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対策会議幹
　事会の協議状況を報告し、意見聴取

７月24日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第５回幹事会開催�　　　　　　

◎公的支援は困難との協議結果を路線廃止問題対策会
　議に報告することを決定

７月26日　島原鉄道自治体連絡協議会路線廃止問題対
　　　　　策会議の第２回会議開催�　　　　　　　

◎幹事会報告を受け、公的支援は困難であるとの報告
　を承認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎代替交通の確保についての協議・検討を幹事会に付託

５月14日～30日　各支所単位で市政懇談会　　　　
　　　　　　　　　（タウンミーティング）開催�　　

島原鉄道廃止問題に関する経過

※3月26日以前の経過については、広報南島原５月号に掲載しています。

　　
３
月
30
日
に
島
原
鉄
道
㈱
か
ら
国
に
廃

止
届
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
行
の

制
度
で
は
廃
止
届
出
後
１
年
を
経
過
す
る

と
、
状
況
に
関
わ
ら
ず
事
業
者
は
鉄
道
事

業
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
市
と
し
て
は
、
来
年
４
月
以
降
の
公
共

交
通
機
関
に
お
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
に

大
き
な
支
障
を
来
さ
ぬ
よ
う
確
保
す
る
責

任
が
あ
り
ま
す
。

　
鉄
道
が
廃
止
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
に

代
わ
り
う
る
交
通
機
関
は
、
バ
ス
が
最
も

身
近
で
あ
り
、
廃
止
発
表
の
際
、
島
原
鉄

道
㈱
も
バ
ス
に
よ
る
代
替
を
考
え
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
バ
ス
に
よ
る
代
替
に
つ
い
て
も
、
検
討

に
十
分
な
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
法
的
な
手
続
き
で
一
定
の
期
間

が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現
在
、
既
に

代
替
交
通
の
検
討
を
始
め
る
べ
き
時
期
に

来
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　　
市
の
対
策
本
部
に
は
、
関
係
団
体
の
代

表
者
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
い
た

だ
き
、
様
々
な
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
４
月
に
開
催
し
た
自
治
会
長
会

議
や
５
月
に
開
催
し
た
市
政
懇
談
会
（
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）
に
お
い
て
も
、
参

加
者
皆
さ
ま
か
ら
い
ろ
ん
な
意
見
を
伺
い

ま
し
た
。

　
そ
の
ほ
か
、
廃
止
発
表
後
に
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
に
設
置
し
た
「
島
原
鉄
道
廃

止
問
題
」
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、
対
策

本
部
等
の
協
議
状
況
な
ど
を
公
開
し
な
が

ら
、
市
民
皆
さ
ま
の
ご
意
見
も
募
集
し
て

い
ま
す
。

　
代
替
交
通
の
確
保
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

ま
で
皆
さ
ま
か
ら
頂
戴
し
た
ご
意
見
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
十
分
な
検
討
を
行
っ
て

参
り
ま
す
。

　
な
お
、
市
政
懇
談
会
時
の
ご
意
見
に
つ

い
て
は
、
広
報
南
島
原
の
８
月
号
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

　　
Ｄ
Ｍ
Ｖ
（
デ
ュ
ア
ル
・
モ
ー
ド
・
ビ
ー

ク
ル
）
は
バ
ス
を
改
造
し
た
も
の
で
、
鉄

道
と
道
路
の
両
方
を
走
る
こ
と
が
で
き
る

新
た
な
乗
り
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り
、

現
在
、
北
海
道
な
ど
で
試
験
的
な
運
行
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
確
か
に
、
車
両
そ
の
も
の
は
列
車
に
比

較
し
て
安
価
で
、
運
行
費
に
お
い
て
も
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
乗
車
定
員
が
鉄
道
走
行
時
28

人
程
度
、
道
路
走
行
時
17
人
程
度
と
少
な

く
な
っ
て
し
ま
う
、
通
学
時
の
大
量
輸
送

に
向
か
な
い
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
実
用
に
向

け
て
の
問
題
点
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、
鉄
道
と
路
線
バ
ス
が
並
行
し
て

運
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
に
は
、
現
時

点
で
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
判
断

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
法
律
は
、
地
域
の
関
係
者
が
合
意

の
上
で
「
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
」

を
作
成
し
、
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
に

つ
い
て
、
関
係
法
律
の
特
例
に
よ
っ
て
国

が
支
援
を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、
事
業
者
へ
の
運
行
費
補
助
は

な
く
、
新
た
な
施
設
整
備
補
助
も
な
い
な

ど
、
計
画
策
定
の
た
め
の
事
務
費
補
助
的

な
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
島
原
鉄
道
廃
止

の
ケ
ー
ス
で
は
、
直
接
の
メ
リ
ッ
ト
は
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
バ
ス
に
よ
る
代
替
に
つ
い
て
、

市
の
対
策
本
部
で
十
分
検
討
す
る
ほ
か
、

島
原
鉄
道
㈱
や
県
、
他
の
沿
線
自
治
体
な

ど
と
協
議
、
調
整
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
来
年
４
月
、
市
民
皆
さ
ま
に
大
き
な
ご

迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十
分

検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
バ
ス
代
替
で
問
題
と
な
る
国
道

の
バ
ス
ベ
イ
（
停
車
用
切
り
込
み
）
、
バ

ス
停
の
屋
根
施
設
や
ト
イ
レ
、
駐
輪
場
な

ど
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
に
も

働
き
か
け
、
計
画
的
に
整
備
を
図
る
よ
う

検
討
し
ま
す
。

　　
島
原
鉄
道
廃
止
問
題
に
関
し
ま
し
て
は
、

廃
止
発
表
以
来
、
通
学
、
通
勤
、
通
院
な

ど
、
鉄
道
を
利
用
さ
れ
て
い
る
市
民
皆
さ

ま
が
安
心
で
き
る
足
を
確
保
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
南
線
存
続
の
た
め
の

調
査
、
要
望
、
検
討
な
ど
を
重
ね
て
参
り

ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
増
加
が
見
込
ま
れ
る

赤
字
額
や
今
後
の
設
備
投
資
、
ま
た
決
定

的
な
増
収
策
も
見
あ
た
ら
な
い
状
況
の
中
、

関
係
自
治
体
も
交
え
た
協
議
に
お
い
て
、

公
的
支
援
に
よ
る
路
線
維
持
は
困
難
と
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
お
よ
そ
１
０
０
年
、
地
域
の

足
と
し
て
運
行
さ
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
島

原
鉄
道
が
、
南
島
原
市
か
ら
姿
を
消
す
こ

と
は
大
変
寂
し
く
残
念
、
そ
う
い
う
想
い

は
皆
さ
ま
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、
南
島

原
市
全
体
の
財
政
運
営
、
行
政
運
営
を
将

来
的
に
考
え
た
上
で
の
苦
渋
の
決
断
で
あ

り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
現
時
点
で
決
し
て
廃
止
を
承

諾
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま

ま
推
移
し
て
い
け
ば
、
来
春
４
月
に
は
鉄

道
は
廃
止
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
代
わ

る
市
民
皆
さ
ま
の
足
が
十
分
に
確
保
で
き

た
と
確
証
が
持
て
た
時
点
で
は
じ
め
て
「
廃

止
や
む
な
し
」
と
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
現
在
最
も
大

切
な
こ
と
は
、
来
年
４
月
に
市
民
皆
さ
ま

に
大
き
な
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、

鉄
道
に
代
わ
る
公
共
交
通
を
、
そ
れ
は
バ

ス
に
よ
る
代
替
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
が
、
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
本
市
の
責
任
に
お
い
て
、
島

原
鉄
道
㈱
や
関
係
自
治
体
等
と
も
協
議
し

な
が
ら
、
安
心
安
全
が
保
た
れ
る
よ
う
な

交
通
体
系
を
確
保
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

市
民
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

来
年
３
月
ま
で
存
続
の
検
討
を

続
け
る
べ
き
で
は
？

Ｄ
Ｍ
Ｖ
は
車
両
や
運
行
費
が
安

い
と
聞
く
が
？

「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び

再
生
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立

し
た
が
？

市
民
の
意
見
は
十
分
聴
い
た
の
か
？

今
後
の
展
望
（
取
り
組
み
）
は
？

南島原市対策本部会議 利用客乗降調査
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　南島原市の活力を高め、地域に住む女性や男性が、性別にかかわりなく、その能力を存分に発揮し、

男女共同参画社会を実現するために「南島原市男女共同参画計画」を本年度中に策定いたします。

　そこで、標語を掲げ、市民に親しまれ、わかりやすい計画にしたいと考えておりますので標語を市民

の皆さまから募集いたします。

　市では、行財政改革の一環として、経費削減と新たな財源の確保のために、本市が所有す

る資産等の活用を自助努力で行い、財源の捻出（ねんしゅつ）を考え、有料で民間事業者に提

供いたします。

　これは市民サービスの向上、地域経済の活性化を図るものであり、まず『広報南島原』と『南

島原市ホームページ』のバナー広告の２つについて、民間事業者の皆さまへ募集いたします。

※広告掲載原稿の作成費用は、広告主（民間事業者等）の負担となります。

※広告掲載内容について、広告掲載基準に沿って、審査を行い、掲載できる内容が限られます。

※広告媒体によって、入札（最高価格で掲載決定する）または抽選（掲載価格を決定）で行いますので、ご留

　意ください。

※今後は公用封筒（役所が使用する封筒）への広告掲載、公用車（側面）への広告掲載を予定しています。　

　申込書につきましては、各庁舎市民課および南島原市ホームページで入手できます。

平成１９年９月３日（月）～９月２８日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　（当日消印有効）

　　男女共同参画をテーマにした標語

　　※作成例

　　「男女で支える豊かなまち 南島原市」

南島原市民（※応募は一人１点までとします。）

応募作品は未発表の自作のものに限ります。

郵送、FAX、電子メールまたは窓口へ持参してく

ださい。

企画振興部人権・男女共同参画室または各総合支

所市民課窓口にあります。

市ホームページからもダウンロードできます。

※指定の応募用紙によらない場合は、標語、住所、

　氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を明記

　してください。　

①郵送の場合

　〒859-2211  南島原市西有家町里坊９６番地２

　南島原市企画振興部人権・男女共同参画室あて

②ＦＡＸの場合

　TEL. ０９５７ - ８２ - ３０８６

　（企画振興部人権・男女共同参画室あて）

③電子メールの場合

　j inken@city .minamish imabara. lg . jp

　※件名を「男女共同参画標語応募」としてくだ

　　さい。

④持参の場合

　企画振興部人権・男女共同参画室（西有家庁舎

　３階）または各総合支所市民課窓口へ持参して

　ください。

応募の中から、南島原市男女共同参画推進懇話会

で決定します。

「広報 南島原」や市ホームページ等で発表します。

最優秀賞（１名）、優秀賞（２名）に記念品を贈呈し

ます。

・応募いただいたはがき、または封書は返却しま

　せんのでご了承ください。

・応募いただいた皆様の個人情報については、適

　切に保護管理し、他の目的には一切使用しませ

　ん。

・当選された場合、ご住所の一部とお名前を公表

　させていただく場合がありますので、あらかじ

　めご了承ください。

　発行部数　１９，０００部（毎月発行）　

　掲 載 枠　毎月８枠を募集し、１枠の寸

　　　　　　法は、縦５㎝×横９㎝とする。

　広告掲載料　入札もしくは１０，０００円

　　　　　　 とする。（１カ月あたり）

　申込期限　毎月月末（入稿広告原稿と申

　　　　　　 込書同時提出）

　申し込み方法　下記の要綱をご確認の上、申

　　　　　　込用紙に記入し、問い合わせ

　　　　　　 先に送付ください。

●アクセス数　１カ月平均 約２０，０００件

●掲 載 枠　最大１０枠を募集し、バナー

　　　　　　サイズは、縦６７ピクセル×

　　　　　　横１６３ピクセル、４キロバ

　　　　　　イト以内、ＧＩＦ形式　　　

●広告掲載料　入札もしくは１０，０００円

　　　　　　とする。　　　　　　　　　

●掲載期間　１カ月単位（連続最大１２カ

　　　　　　 月掲載可能）

●申込期限　枠が埋まるまで。　　　　　

●申し込み方法　下記の要綱をご確認の上、申

　　　　　　し込み用紙に記入し、問い合

　　　　　　わせ先に送付ください。　　

　

広報南島原の毎月各号に掲載するサンプル
　　　　　　　　　　　　　　（実寸サイズ　横９㎝×縦５㎝）

バナー広告とは、市ホームページに掲載されたバナー（画像）をクリックす
ると広告主のホームページにリンクするものです。
バナー広告は、市ホームページの玄関口であるトップページに掲載されます。
新規顧客の開拓や信頼性の向上・確保に市ホームページのバナー広告枠を
ぜひご利用ください。
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　老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、

公平でわかりやすい制度とするため、法改正が行われました。７５歳以上の高齢者を対象と

して、現在の老人保健制度に代わる新しい「後期高齢者医療制度」が創設されます。

　後期高齢者医療制度の事務は、県内の各市町と長崎県後期高齢者医療広域連合が連携して

行います。

　全国で、健診や保健指導を受けるしくみが変わります。

　新しい制度では、それぞれの医療保険者(国保など)に健診・保健指導が義務付けられる

ことになりました。その内容についてシリーズでお知らせしますので、よくご覧いただき

皆さんの「健康づくり」にぜひご活用ください。

○後期高齢者医療制度が始まるのは、平成２０

　年４月からです。 

○県内に住む７５歳以上の人は、原則として、

　後期高齢者医療制度の被保険者となります。

　なお、一定の障害がある６５歳以上の人で、

　所定の申請を行った人も被保険者となります。

○老人医療受給者証をお持ちの人は、制度開始

　の際、手続きは不要です。

○窓口事務は南島原市で行い、制度の運営を長

　崎県後期高齢者医療広域連合が行います。

○これまでの老人保健制度と同様の給付が受け

　られます。

○医療機関での自己負担は、現在の老人保健で

　医療を受けるときと同じです。 

・原則、１割負担。ただし、現役並み所得の人

　は３割負担となります。

○保険料は、被保険者全員が納めます。

・国民健康保険などの保険料・税を納めていた

　人は、原則として、これらに替わり後期高齢

　者医療制度の保険料を納付します。

・政府管掌健康保険などの被扶養者で保険料を

　負担していなかった人は、納付する保険料に

　ついて、２年間の軽減措置が設けられます。

○県内では、保険料率は原則として均一です。

　（保険料率は決まり次第お知らせします。）

○保険料の納め方は、

・年額１８万円以上の年金を受け取っている人

　の保険料は原則、年金から天引きとなります。

・それ以外の人は、口座振替や納付書により南

　島原市に納めます。

［     　　　　　　　　 ］

４０～７４歳の医療保険に入っている人
（家族を含む）

医療保険者

健康保険組合、政府管掌保険、共済組合、

市区町村国保、組合国保 など

対象になるのは？

実施するのは？

　現在の健診は、市町村が行う住民健診や事業主

が行う職場健診などさまざまです。

　しかし、平成２０年 4 月からは、医療保険者が

責任を持って、４０～７４歳の健診・保健指導を

行うことが義務付けられました。みなさんは、そ

れぞれ加入している医療保険者が指定する健診機

関で受診することになります。

※詳しい健診の内容等は、加入している医療保険者か
　らの情報でご確認ください。

医療費の多くを占める生活習慣病の対策

①生活習慣病の危険因子として注目される内
　蔵脂肪症候群の危険因子を健診でチェック！

②それぞれにあった保健指導を行います。

目 的 は ？

内 容 は ？

・健診結果に基づき健診結果の読み方などの
　情報が得られます。

・健診結果から今の生活習慣を振り返り、保
　健師等のサポートを受けながら、運動など
　を実施します。

・保健師等のサポートを受けながら、初回面
　接で内脂肪の減量のための行動目標をたてて、
　一定期間健康づくりを継続的に行います。

情 報 提 供 （健康な人も含めたすべての人）

動 機 づ け 支 援 （メタボリックシンドローム（予備群））

積 極 的 支 援 （メタボリックシンドローム）

　 健診後の支援体制を充実し、それぞれのライフ

スタイルにあった生活習慣改善のための目標を立

てるための支援を行います。

◆医療費抑制のためにもご協力を◆

　特定健診・特定保健指導を活用し、皆さん

が健康になることは、増え続ける医療費を抑

制します。また、皆さんの健診受診率や保健

指導の実施状況（成果を含む）などにより、同

時にはじまる「後期高齢者医療制度」の支援

金の加算や減算などに反映されます。

　皆さんの健康が安定した保険税につながる

のです。

区　　　分 後 期 高 齢 者 医 療 制 度

長 崎 県 後 期 高 齢 者 広 域 連 合

後期高齢者医療制度から一人

に１枚交付

長 崎 県 後 期 高 齢 者 広 域 連 合

で 定 め ら れ た 保 険 料 を 全 員

が納付。原則年金から天引き。

現 在 の 老 人 保 健 制 度

南　島　原　市

加 入 し て い る 医 療 保 険 に

納付。健康保健などの被扶

養者は保険料の負担なし。

加 入 し て い る 医 療 保 険 か

ら世帯に一枚または、一人

に１枚交付

運 営 主 体
（保  険  者） 

保 険 証

保 険 料（ 税 ）
具体的内容については、

今後も引き続きお知ら

せいたします。

40

（倍）

30

20

10

00

危 険 因 子 の 保 有 数
（危険因子＝肥満・高血糖・脂質異常・高血圧）

0 1 2 3～4

心
臓
病
の
発
症
危
険
度

なんと

36倍!!

▼例えば…
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　南島原市では、高齢者に対し敬老の意を表し、その長寿を祝福するため「敬老祝金」を支給い

たします。   

　毎年９月は「老人保健福祉月間」です。多年にわたり社会につくされた高齢者を敬愛し、長寿

をお祝いするとともに、身近にある高齢者問題について考え、理解を深めましょう。

　南島原市では、高齢者の長寿を祝福し、年間を通し下記の敬老行事を実施しています。

　年金記録の訂正による年金の増額

分は、時効により消滅した分を含めて､

ご本人または､ ご遺族へ全額をお支

払いします。

　年金記録が訂正された結果、年金

が増額した場合でも、時効消滅によ

り直近の５年間分の年金に限ってお

支払いしていました。

1.既に年金記録が訂正されている人

　①年金記録の訂正により年金額が増えた人

　②年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、

　　新たに年金をお支払いすることとなった人

　⇒〔年金（老齢・障害・遺族）の時効消滅分が全期間さか

　　のぼって支払われます〕

　③①や②に該当する方が、亡くなられている場合には、

　　そのご遺族の人

　⇒〔未支給年金の時効消滅分が支払われます〕

　※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を

　　同じくされていた人に限り、配偶者、子、父母、孫、

　　祖父母、兄弟姉妹の順となります。

2. 今後、年金記録が訂正される人

　今後、年金記録が訂正された結果、上記①～③と同じ

ように年金額が増える人

　⇒〔増額された年金や未支給年金が全期間分支払われ

　　ます〕

○今後、年金記録が訂正される人【記録の訂正の手続

　き以外に特別の手続きは必要ありません】

　年金記録の訂正に合わせて自動的に手続きを行い、５

　年を経過した分の年金額もお支払いします。

○既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されて

　いる受給者の人

・できる限り簡単に手続きをしていただけるよう、あら

　かじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いた

　します。（平成１９年９月～）

・今すぐに手続きをしていただくこともできます。その

　場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類を

　ご提出（または郵送）していただきますようお願いいた

　します。

　当該年度内に１００歳になる人に対し、誕生日

以降に市長がお祝いに伺います。�     

祝状、祝金５０，０００円と花束を贈呈！

  平成１８年度贈呈者：１１名

  平成１９年度対象者：１８名

　当該年度内での最高齢者に対し花束を持参し、

市長がお祝いに伺います。� 

　満８８歳の人（基準日は９月１日）に対し、祝

金１０，０００円を口座振込または現金を支給い

たします。�     

　支給日は毎年９月１７日です。その日が国民の

祝日、休日、土曜日または日曜日にあたるときは

繰り下げて支給いたします。� 

  平成１８年度贈呈者：２１４名

  平成１９年度対象者：２２１名

毎年１月１月現在で婚姻期間が満５０年を経過し

たご夫婦に対し、祝状等をお贈りします。

本人申請によりますので、お申し込みをお忘れなく！

  平成１８年度申請者：７７組

  平成１９年度申請者：５９組（７月２７日現在）

【年金を受給している人の場合】�

○手続きにお越しの際は、「年金証書」、「振り込み通

　知書」など、基礎年金番号・年金コードが確認でき

　るもの�

【未支給年金を受けたことがあるご遺族が手続き

をされる場合】�

○亡くなられた人が受けていた年金の「振り込み通知

　書」「未支給年金支給決定通知書」など、亡くなら

　れた人の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの�

○手続きをされる人のご本人確認ができる身分証明書

　（運転免許証等）　　　　�

○振り込みを希望される金融機関の預金口座の通帳

【未支給年金を受けたことがないご遺族が手続き

をされる場合】�

○下記のお問い合わせ先に必要となる書類をお問い合

　わせください。�

※ご本人以外の方が代理で手続をされる場合は、次の

　ものをお持ちいただきますようお願いいたします。�

◎委任状、◎委任を受けた人（実際に窓口に来られる

　人）の身分証明書（運転免許証等）�

※未支給年金とは、年金を受けられる人が亡くなられ

　た時に、まだその人へお支払いが済んでいなかった

　年金のことです。�

以下の書類をお持ちいただきますようお願いいたします。

社会保険事務所窓口での手続きの際に、お持ちいただくもの

※各行事の対象者に対しては、直接、市より個別に連絡をいたします。　

　毎年９月１日（基準日）現在に住民基本台帳に記

録され、かつ、①、②に該当する人      

①前年の基準日後から基準日までに８８歳に

　到達した人

　《平成１９年度対象者》

　大正７年９月２日～大正８年９月１日生まれ

②市内に住所を有している人      

　　　　　　　　　　　　１０，０００円     

　　　　　　　　　　　　９月１８日（火）    

　　　　　　　　　　　　口座振込または現金    

※対象者の人には、市から直接お知らせしています。   

　なお、長崎県敬老祝金については、平成１９年

　度から祝金に変わり祝品贈呈へ変更になりました。      

年金時効特例法の成立により、この部分も全期間さかのぼってお支払いします

これからは 時効消滅

5年を超える分は、時効消滅

5年間分はさかのぼってお支払い

※受給権発生の年齢は、個人により異なります。

増額分は5年間分をさかのぼってお支払い

当初からお支払い

全額をお支払い

全額をお支払い

▼60歳 ▼66歳 ▼71歳

▼65歳 ▼72歳▼67歳

〔具体例②〕７２歳の時に年金記録が見つかり、年金の

　　　　　受給資格があることが分かった場合

〔具体例①〕 ６０歳から年金を受給していた人で、７１歳で追加すべき
　　　　　 年金記録が見つかった場合。
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　市では乳幼児と高齢者を対象に、インフルエンザの発病や重症化を防ぐため、希望される

人にインフルエンザの予防接種を実施します。（一部自己負担）
　聴覚障害者への支援として、手話通訳者を福祉事務所に配置しています。

　聴覚に障害を持ち、日常生活で手話通訳が必要な人、学校の福祉体験等の授業や団体等

で活用したい場合は、あらかじめ福祉事務所および各総合支所へご連絡ください。

月曜から金曜日（午前９時３０分から午後４時まで）

※但し、上記以外でも対応ができる場合がありますのでご相談ください。

□業務で知り得た秘密は守ります。

平成１９年１０月１日現在で、就業構造基本調査が行われます。

　この調査は、国民の普段の就業・不就業の実態を明らかにし、全国および

地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的に行っており、昭和３

１年以来おおむね３年おき、昭和５７年以降は５年ごとに行われており、今

回は１５回目の調査となっています。

　調査対象は、全国から一定の方法で選ばれた世帯で、南島原市内で約３３０

世帯が調査対象となります。

　９月下旬に知事が任命した調査員が調査世帯を訪問し、調査票の記入をお

願いしますので、皆さまのご協力をお願いします。

　皆さまからご提出していただく調査票については、統計法に基づき調査内

容の秘密は厳守されます。

①満６５歳以上の人（接種日に満６５歳であること

　が必要です）

②満６０歳以上６５歳未満の人で心臓、じん臓また

　は呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスによ

　る免疫機能に重度の障害を有する人

●回　数…１回

平成１９年１０月 1 日から平成２０年 2 月２９日まで

長崎県内の協力医療機関

　１，０００円

※料金は医療機関でお支払いください

※生活保護世帯の人は無料ですが、市が発行する確

　認書が必要となります。確認書は支所窓口で交付

　します。

①予診票（市内の医療機関で接種する場合）

②健康手帳（予防接種の記録に必要です）

③健康保険証など住所が確認できるもの

④自己負担金　上記料金

　生活保護世帯の人は確認書

　予防接種を受ける前には必ず医療機関へ予約をし

てください。

　市外で予防接種を受ける人は医療機関に備え付け

の 2 枚複写の予診票を使用してください。

　（詳しくはお問い合わせください。）

生後 6 カ月から就学前まで

●回　数…１人あたり２回

平成１９年１０月 1 日から平成２０年 2 月２９日まで

南島原市、雲仙市、島原市、諫早市の協力医療機関

※実施医療機関一覧は支所窓口にあります

◎南島原市、雲仙市、島原市の医療機関　

　１回あたり　１，５００円

◎諫早市の医療機関　

　１回あたり　２，０００円

※料金は医療機関でお支払いください

※生活保護世帯の人は無料ですが、市が発行する確

　認書が必要となります。確認書は支所窓口で交付

　します。

①母子健康手帳（接種歴確認と接種済の検印ができ

　ないので、忘れると接種できません）

②健康保険証など住所が確認できるもの

③自己負担金　上記料金

　生活保護世帯の人は確認書

　予防接種を受ける前には必ず医療機関へ予約をし

てください。

　個別通知はしません。希望される人は医療機関に

備え付けの予診票に必要事項を記入の上接種してく

ださい。

①聴覚障害者等の更生援護相談等に関する相互の意

　思疎通を促進すること。

②聴覚障害者の生活相談に関すること。

③手話および聴覚障害者問題の啓発に関すること。

④盲ろう者向け通訳・介助（訪問相談）に関すること。

⑤そのほか、各種講演会・公共機関・警察・医療・

　教育・育児・就労等における手話通訳も行います。

手話通訳者 金子 忍さん（西有家町）
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　市では平成１８年度に行政改革大綱および集中改革プランを策定し、行政改革に取り組んでいます。
　その中で、「民間でできることは民間に任せる」との趣旨から、「幼児教育と経営のあり方検討委員会」、

「市立養護老人ホームの経営のあり方検討委員会」の２つの委員会を設置し、検討作業に着手しました。
両委員会の作業内容としては、市長の諮問に応じて、今後の経営のあり方等を総合的に審議し、その結
果を市長に答申します。
　両委員会ともに８月３日（金）に第１回の委員会が開催され、委員の互選により委員長を決定、その後
委員長に対し、諮問が行われました。
　今後、委員会において、諮問された事項を１２月（予定）まで集中審議し、市長へ答申します。
　その答申を受け、来年３月までに見直し方針を決定する予定です。

　南島原市では、「成人になったことを自覚し、自

らの力で、力強く生き抜こうとする青年を祝い、

励ます」目的で、平成２０年南島原市成人式を下

記のとおり開催します。参加を希望される新成人

の人は、申し込みを行ってください。

　なお、服装の制限はありません。

●日　　時

　平成２０年１月４日（金）午前１１時から

　（受付は午前１０時から）

●場　　所　ありえコレジヨホール

●対 象 者

　昭和６２年４月２日から昭和６３年４月１日ま

でに生まれた人で、次の①・②に該当する人

①南島原市に居住している人　

②現在、南島原市外に居住しているが、南島原市

　成人式に参加を希望される人

●申し込み方法

　対象者には、９月下旬、往復はがきを郵送しま

すので、返信用はがきに必要事項をご記入の上、

締切日までに必着するよう投函してください。

　往復はがきが郵送されなかった人は、出身町の

教育委員会地域事務所へお申し込みください。（電

話での申し込み可）

●申し込み締め切り日　１０月３１日（水）まで

●採用人員・応募資格

　１人（１８歳以上で南島原市在住の健康な人）

●主な業務内容

・施設の開閉に関すること

・施設利用の申込受付、利用料金の徴収、出納簿

　整理、施設の利用状況作成（パソコン業務）

・施設内外の環境整備

・施設利用者の災害・安全のための巡視

・社会体育施設の鍵の管理

・その他必要と思われる業務（指示を受けた業務等）

●雇用条件

・雇用期間

　平成１９年１１月１日から平成２０年３月３１日まで

・勤務時間…８時３０分から１７時１５分まで

　　　　　　（７時間４５分勤務）

・勤務日数…月２１日勤務

・委 託 料…月額 １１４，０００円

・そ の 他…傷害保険（労使折半）

●申し込み方法

　市販の履歴書に必要事項を記入し（写真貼付）、

「ありえコレジヨホール管理員申し込み」と朱書き

した封筒に入れ、次の申込先まで提出下さい。

・南島原市南有馬町乙１０２３番地

　南島原市教育委員会教育総務課（南有馬庁舎２階）

・南島原市有家町山川１３１番地１

　南島原市教育委員会有家事務所（ありえコレジ

　ヨホール内）

●申込期限　９月２５日（火）必着

※申し込み多数の場合は、書類審査後に面接を行

　います。（日時、場所は後日連絡します）

　面接の結果は後日通知します。

横 田 　 繁 春

委員長

北 村 　 告 迪

吉 田 　 　 順

竹 下 　 尚 克

本村 政廣

山本 知一

長門 昭子

上田 美鈴

酒 井 　 　 久

本 多 　 和 人

山 下 　 勝 也

シルバー人材センター 理事長

私立養護老人ホーム経営者代表

私立養護老人ホーム家族会代表

市立養護老人ホーム家族会代表

民生委員代表

社会福祉協議会代表

老人クラブ連合会代表

婦人会連絡協議会

松 尾 　 　 勇一般市民

福祉保健部　地域福祉課長

和光園所長

乳ガ浦老人ホーム所長

学 識 経 験 者

そ の 他

公 募

市 関 係 機 関

オブザーバー

中 野 　 剛 伸

三 隅 　 龍 雄

井 口 　 孝 司

岩 崎 奈 緒 子

林 田 三 千 子

林 田 　 　 亨

長崎純心大学人文学部 教授

元 雲仙地域合併協議会委員

私立保育園経営者代表

私立保育園保護者代表

市立保育所保護者代表 永 田 　 泰 子

委員長

古 賀 　 　 義

園 田 　 敏 之

一般市民

酒 井 　 　 久福祉保健部　地域福祉課長

藤 原 　 国 喜教育委員会　学校教育課長

西有家保育所長

北有馬保育所長

林 田 　 　 明

大 場 　 正 芳

大江（吉川）保育所長

西有家幼稚園長

吉 田 　 英 則北有馬幼稚園長

学 識 経 験 者

保育所関係者

小 谷 　 恭 子児童委員代表

市内校長会代表

ＰＴＡ代表 石 山 さ お り

そ の 他

宮 　 　 　 　

永 石 　 貴 雄

私立幼稚園経営者代表

私立幼稚園保護者代表

市立幼稚園保護者代表 山 村 　 光 秋

幼稚園関係者

公 募

市 関 係 機 関

オブザーバー

老 人 ホ ー ム
関 係 者

区 分

市立養護老人ホームの経営のあり方検討委員会 委員名簿

所 属 団 体・役 職 等 氏 名

区 分

幼 児 教 育 と 経 営 の あ り 方 検 討 委 員 会 　 委 員 名 簿

所 属 団 体・役 職 等 氏 名
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　１０月１日から ｢緊急地震速報｣ の一般

への提供が開始されます。

　「緊急地震速報｣ は、地震による強い揺れ

が伝わる数秒から数十秒前にお知らせする

ことを目指す新しい地震情報です。

　「緊急地震速報｣ をテレビ･ラジオ等で見

聞きされたときには、｢あわてずに、まず身

の安全を確保する｣ ことが大切です。（震源

が近すぎると情報が間に合わない場合があ

ります）

※緊急地震速報の詳細は気象庁ホームペー

ジに掲載しています。  http://www.jma.co.jp/

　最近、南島原市内において、犬の放し飼いなどの

苦情があとをたちません。飼い主は、正しい犬の飼

い方を守り、他の人に迷惑をかけないようにしまし

ょう。

　

犬の放し飼いは、「動物の愛護および管理に関する

法律」によって禁止されています。

・犬は、きちんとつないで飼いましょう。

・散歩の時は、引き綱をつけて犬を制御できる人が

　行いましょう。

　

　散歩時の犬のふんを持ち帰ることは、飼い主とし

ての最低限のマナーです。

　

　飼い主のモラルが問われます。 犬の健康のため、

また近所に不快感を与えないように飼育場所は、常

に清潔にしましょう。

　

　犬の無駄吠えは、近所迷惑となります。吠える原

因となるものを除き、愛情をもって根気よくしつけ

ることが大切です。

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原には、サツマイモな

どに被害を与える害虫が、また、沖縄・奄美の一部

ではミカン類に被害を与える病気が発生しています。

これらの病害虫のまん延を防止するために、一部の

植物は、法律によって未発生地域への持込が規制さ

れ、違反すると罰せられることがありますのでご注

意ください。� 

注）検査などを受けることにより持ち込むことが出

　 来ますので、事前に下記の植物防疫所へお問い合

　 わせください。

※さつまいも加工品・熱帯果実などは自由に持ち込

　むことができます。

発生地域
植 物

持 ち 込 め な い も の

病　害　虫（参考）

沖縄県全域

沖縄県全域
奄美諸島
トカラ列島
小笠原諸島

注）サツマイモ(紅芋等) 
ヨウサイ(エンサイ)
アサガオ
グンバイヒルガオ
などの生茎葉および地下部

注）かんきつ類 
ゲッキツ
ゾウノリンゴ
サルカケミカン
などの苗木類
果実および種子は除く

アリモドキゾウムシ

イモゾウムシ

サツマイモノメイガ

アフリカマイマイ

カンキツグリーニング病

ミカンキジラミ

徳 之 島
沖永良部島
与 論 島
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　㈶長崎県産業振興財団では、南島原市商工

会･島原商工会議所の共催で、創業・起業をお

考えの皆さまを支援するために ｢創業･起業セ

ミナー｣ を開催します。

■日　時　９月２０日（木）

　　　　　午後２時～午後５時３０分

■場　所　南島原市商工会深江支所

　　　　　（深江町丁２１６９番地２）

■参加料　無　料

■申込期限　９月１４日 ( 金 )

■お問い合わせ　 

・㈶長崎県産業振興財団ベンチャー企業支援グループ

　担当：林、大石　℡０９５－８２０－３０９１  

　ホームページ「よかネット長崎」

　http://www.joho-nagasak i .o r . jp/

・南島原市商工会指導業務課

　担当：岩永、津田　℡０９５７－７６－１５００

詳しくは、最寄りの商工会各支所へご相談く
ださい。
■対象者
・創　　業…県内で新たに事業を始めようと
　している人。
・経営革新…現在すでに事業を行っているが、
　新たな取り組みにより経営向上を図りたい
　人。また現在の経営状況に悩みを持ってお
　り、　新たな方向性を検討している人。
■事業内容
　南島原市商工会各支所または専門家 ( コンサ
　ルタント ) が「創業」および ｢経営革新計画
　の作成・相談・指導支援｣ を行います。
■専門家派遣
　窓口へ出向くことが困難な事業者に対して
　は、専門家を直接派遣し、相談･指導支援を
　行います。
■お問い合わせ　 
・南島原市商工会　℡０９５７－７６－１５００

（金）

南島原市内 開催イベント

（祝）
（月）

■チケットのお求めはお早めに ■特別協賛／　　　　　　　　　　

■助成／財団法人地域創造
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　７月25日㈬、ありえコレジヨホールで、第57回「社会を明るくする運

動」南島原市中学生弁論大会が開催され、８つの市立中学校から16人の

弁士が集まり、迫力ある発表を行いました。

　「犯罪や非行のない、だれもが暮らしやすい社会の実現に向けて私たち

にできることを考えましょう」をスローガンに開催されたこの大会は、

島原地区保護司会・南島原市・長崎保護観察所が主催し開催。弁論大会

やビデオによる保護司活動の研修に、市内各地から多数の参加がありま

した。

　弁論大会では、「論旨」「表現」の２つの項目が審査基準となりましたが、

いずれの発表者も迫力のある声、表情、内容で、菅弘賢審査委員長は「ど

の弁論も甲乙つけがたく、すべてにすばらしいものがあった」と講評し

ました。

　７月23日㈪、福建省からの代表団が南島原市役所を

訪れ、これまで交流を続けてきた羅源県との友好を新た

にしました。今回、王天明（おう　てんめい）福建省人民

政府外事弁公室副主任を代表とした５名の代表団は、長

崎県・福建省友好県省締結25周年記念事業事前協議と

して来県。福建省羅源県と南島原市は1997年の旧北有

馬町時代から交流があり、友好関係を築いてきました。

　王団長は「温かい歓迎に感謝しています。今後も引き

続き交流を行い、皆さんも羅源県へ来てください」とあ

いさつしました。それに対し元山副市長は「南島原市は

そうめんの産地として有名ですが、そうめん発祥の地は

中国であり、皆さんのことは身近に感じます」と歓迎し

ました。最後は記念品を交換し、引き続き友好関係を深

めていくことを確認しました。

　８月７日㈫、原城オアシスセンターで、白木野小学校

ＰＴＡによる夏休み料理教室があり、子どもたちは魚料

理や白玉団子づくりなどに挑戦しました。

　きっかけは同ＰＴＡの給食部会で「子どもたちが魚料

理をあまり食べない」「食事のマナーが悪い」などとい

う意見が多くあったことから今回の企画が決定。

　魚料理は“フィッシュバーグ”で、ほかにも地元のア

スパラやタマネギを使った料理を選択しました。子ども

たちに「自信作はどの料理？」と尋ねると、「全部上手

にできたよ！」と元気な返事が返ってきました。

　あわせて行われた食生活改善「わかば会」によるマナ

ー講座では、イラストを使って、はしの使い方やマナー

を説明。参加者ははしを手に持ち、正しい持ち方を確認

していました。

　７月21日～22日、29日にかけ口之津町で「マリンフェスタ inくちのつ2007」が

開催され、多くの地元市民や観光客などで賑わいました。

　21日のオープニングではカッター試乗や前夜祭が行われ、伝統芸能の先踊りや口

加高校吹奏楽部の演奏などで祭りを盛り上げました。22日は恒例の島原半島ペーロ

ン大会が行われ賞金10万円をかけ、激しいレースが繰り広げられました。夜には水

上花火や仕掛け花火など2000発の花火が港町を幻想的に彩り、観客を魅了しました。

　また29日の水着撮影会には県内外から２００人ほどの写真愛好家が集まり、撮影

の技を競い合いました。「北九州から来ました」という男性は、「最近このような撮

影会が激減しているので、とても楽しみにしてきました」とプロ顔負けの機材を片

手に話しました。

いってきまーす

演 題

最 優 秀 賞最 優 秀 賞

有家中学校　３年

草野　千裕さん

くさ の ち ひろ

自分が悩んで落ち込んでいるときも、

母親の心のこもった「いってらっ

しゃーい」という元気なあいさつ

で救われました。心のこもったあ

いさつはみんなを笑顔にします。

この世に生まれた
人間として

演 題

優　秀　賞優　秀　賞 優　秀　賞優　秀　賞

南有馬中学校　３年

永野　亜依さん

なが の あ い

連日の自殺のニュースを聞くたび

に、憤りを感じます。「今せいい

っぱい生きていますか？」将来は

教師になって自分の笑顔で身近な

人を救いたいです。

私の七十五日間

演 題

努　力　賞努　力　賞

加津佐中学校　３年

綾部　舞花さん

あや べ まい か

けがを通して、過去ではなく前向

きな気持ちの大切さに気づきました。

嘘の残酷さ

演 題

努　力　賞努　力　賞

口之津中学校　３年

定方　恵未さん

さだ かた めぐ み

“うそ”は人の心に深い傷を残し、

必ずバレます。

心ってなんだろう？

演 題

努　力　賞努　力　賞

北有馬中学校　３年

平野　佑季さん

ひら の ゆ き

たった一度の人生、自分の心と上

手につきあって！

自分を振り返る

演 題

努　力　賞努　力　賞

西有家中学校　３年

植木　那菜さん

うえ き な な

「勝って喜ばれる選手になりなさ

い」の教えを大切に。

向こう三軒両隣

演 題

努　力　賞努　力　賞

有家中学校　３年

伯川　和司さん

はく かわ かず し

人と人のふれあいの中で、あいさ

つはとても大切です。

今私にできること�

演 題

努　力　賞努　力　賞

布津中学校　３年

山田　綾乃さん

やま だ あや の

「いじめも戦争も同じ」世界の一

人として人を思いやることが大事。

努　力

演 題

努　力　賞努　力　賞

深江中学校　３年

福島　　勇さん

ふく しま いさむ

負けて気づいたこと、「努力に勝

る天才無し」

物事のとらえ方
～責任～�

演 題

努　力　賞努　力　賞

加津佐中学校　３年

小松　篤史さん

こ まつ あつ し

自分の行動に責任を持ち、他人に

迷惑をかけないこと！。

偽りのない友情

演 題

努　力　賞努　力　賞

北有馬中学校　１年

林田　幸子さん

はやし だ さち こ

いじめは、いじめている人だけで

なく、周りの人も悪い。

失敗は成功のもと

演 題

努　力　賞努　力　賞

西有家中学校　３年

松本　美里さん

まつ もと み さと

人が失敗するのはあたりまえ、小

さな失敗を恐れないで。

本当の幸せ

演 題

努　力　賞努　力　賞

布津中学校　３年

中野　　歩さん

なか の あゆみ

命があることは“あたりまえ”で

はなく、見守っている家族がいます。

本当の平和

演 題

努　力　賞努　力　賞

深江中学校　３年

水田 真之介さん

みず た しん の すけ

平和な日本だからいじめがある。

本当の平和を見失っているのでは？

同じ地球に生きる
者として

演 題

南有馬中学校　３年

本多　亮麻さん

ほん だ りょう ま

命は生きるもの全てに平等なもの

であるはずです。身近な人の困難

に気づき、困っている人がいれば

助けましょう。

優　秀　賞優　秀　賞

言　葉

演 題

口之津中学校　２年

寺田　優美さん

てら だ ゆ み

10歳の時にあった、２分の１成

人式でのあたたかい母の言葉はい

までも心に残ります。「生まれて

きてくれてありがとう」

南 島 原 市 中 学 生 弁 論 大 会 受 賞 者南 島 原 市 中 学 生 弁 論 大 会 受 賞 者
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南島原市
の人口
南島原市
の人口
南島原市
の人口

お問い合わせは

南島原市役所

☎050-3381-5000

深江総合支所

☎050-3381-5120
布津総合支所

☎050-3381-5130
有家総合支所

☎050-3381-5140
西有家総合支所

☎050-3381-5151
北有馬総合支所

☎050-3381-5160
南有馬総合支所

☎050-3381-5170
口之津総合支所

☎050-3381-5180
加津佐総合支所

☎050-3381-5190

人

平成19年７月末日現在（住基人口）

55,138（－41）

25,873（－33）

29,265（－８）

18,669（＋９）

男 性

女 性

世帯数
（　）前月比

※祝日は、前日のテープが流れます。

９月の休日在宅当番医９月の休日在宅当番医 ※診療時間は午前９時から午後５時までです。

※変更になる場合がございますので、お電話でご確認ください。

２日

電話番号休日在宅当番医日

16日

82-0993池田循環器科内科 有家町

86-2028林 田 医 院
17日

口之津町

82-2225内 田 医 院 西有家町

86-4443しおた内科胃腸科医院 口之津町

９日

町 名 電話番号休日在宅当番医日 町 名

65-7100北有馬クリニック
23日

北有馬町

24日

82-2051伊 崎 医 院 西有家町

85-2152中 村 医 院 南有馬町

82-1822坂上整形外科 有家町

電話番号休日在宅当番医日 町 名

87-2028栗 原 医 院
30日

加津佐町

82-8822石川内科医院 西有家町

電話番号休日在宅当番医日 町 名

87-2348井 上 医 院 加津佐町

72-5111布井内科医院 深江町

84-3123原 口 医 院 北有馬町

82-0832永田内科泌尿器科医院 西有家町

ジェネリック医薬品月

寝ちがい火

夜型の子どもたち

喉頭（こうとう）がんと喫煙

水

木

歯周病とメタボリックシンドローム金

妊娠糖尿病土・日

　南
島
原
市
営
住
宅
入
居
募
集

　
次
の
市
営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

●
募
集
団
地

　
有
家
長
田
第
１
団
地
　
　（
１
戸
）

　
有
家
堂
山
団
地
　
　
　
　（
１
戸
）

　
南
有
馬
新
砂
原
団
地
　
　（
２
戸
）

　
口
之
津
早
崎
団
地
　
　
　（
１
戸
）

　
加
津
佐
旭
団
地
　
　
　
　（
２
戸
）

※
前
回
募
集
分
で
申
し
込
み
が
な
か

　
っ
た
団
地
と
広
報
紙
の
記
事
掲
載

　
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た

　
団
地
に
つ
い
て
追
加
募
集
す
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
の
で
窓
口
で
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
募
集
団
地

　
を
見
学
し
た
い
人
は
、
事
前
に
各

　
総
合
支
所
経
済
建
設
課
ま
で
ご
連

　
絡
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
間
　
９
月
３
日
㈪
〜
14
日
㈮

●
入
居
条
件

・
収
入
が
基
準
に
該
当
す
る
人
。

・
現
に
同
居
し
て
い
る
か
同
居
し
よ

　
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
人
、
ま
た

　
は
一
定
資
格
の
単
身
者
。

※
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実

　
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

　
る
者
又
は
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。）

・
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人
。

・
原
則
市
内
に
保
証
人
が
い
る
な
ど
、

　
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
人
。

・
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
は
公
営
住
宅

　
の
収
入
基
準
を
超
え
る
人
が
対
象

　
で
す
。
た
だ
し
、
収
入
基
準
に
は

　
上
限
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
書
類

①
申
込
書
（
市
役
所
に
あ
り
ま
す
）

②
住
民
票
（
世
帯
全
員
分
）

③
所
得
証
明
書
な
ど
収
入
状
況
を
証

　
明
す
る
も
の
（
世
帯
全
員
分
）

④
納
税
証
明
書

※
入
居
資
格
要
件
を
満
た
し
た
申
込

　
者
の
数
が
募
集
戸
数
を
超
え
る
場

　
合
は
、
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

（
抽
選
日
　
９
月
21
日
㈮
　
午
後
２

　
時
　
南
有
馬
総
合
支
所
３
階
　
中

　
会
議
室
）

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
南
島
原
市
建
設
部
管
理
課

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
６

県
職
員
の
募
集

　
民
間
企
業
経
験
者
を
対
象
に
県
職

員
を
募
集
し
ま
す
。

●
職
　
種
　
一
般
事
務
（
物
産
振
興

　
／
企
業
誘
致
／
広
報
企
画
／
商
工

　
振
興
）、
土
木

●
受
験
資
格
　
試
験
案
内
な
ど
は
、

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

●
受
付
期
間
　
９
月
28
日
㈮
ま
で

●
第
１
次
試
験
　
書
類
選
考
（
11
月

　
下
旬
に
２
次
試
験
を
実
施
）

※
試
験
案
内
・
申
込
書
を
県
の
主
な

　
機
関
で
配
布
し
ま
す
。
郵
送
に
よ

　
る
請
求
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の

　
入
手
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み
が

　
で
き
ま
す
。

　h
ttp
://w

w
w
.p
ref.n

a
g
a
sa
k
i.

　jp
/jin
ji/sa

iy
ou
/

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
長
崎
県
人
事
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
１
５
３

県
職
員
の
募
集

　
身
体
に
障
害
の
あ
る
方
を
対
象
に

県
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
職
　
種
　
一
般
事
務
／
教
育
事
務

●
受
験
資
格
　
試
験
案
内
な
ど
は
、

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

●
受
付
期
間

　
９
月
25
日
㈫
〜
10
月
12
日
㈮

●
第
１
次
試
験
　
11
月
４
日
㈰

※
試
験
案
内
・
申
込
書
を
県
の
主
な

　
機
関
で
配
布
し
ま
す
。
郵
送
に
よ

　
る
請
求
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の

　
入
手
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み
が

　
で
き
ま
す
。

　h
ttp
://w

w
w
.p
ref.n

a
g
a
sa
k
i.

　jp
/jin
jiiin

/

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
人
事
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
９
５
（
８
９
４
）
３
５
４
２

「
マ
マ
の
し
あ
わ
せ
プ
レ
ゼ
ン

ト
事
業
」
に
ご
協
力
い
た
だ
け

る
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
お
母
さ
ん
の
子
育
て
を
応
援
す
る

た
め
に
、
家
事
支
援
や
お
子
さ
ん
の

一
時
保
育
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
体
験

し
て
も
ら
う
「
マ
マ
の
し
あ
わ
せ
プ

レ
ゼ
ン
ト
事
業
」
に
ご
協
力
い
た
だ

け
る
事
業
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

●
応
募
資
格
　
県
内
で
家
事
・
育
児

　
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る

　
団
体
な
ど

●
応
募
方
法
　
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
応
募
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
し
、
必
要
な
事
項
を
記
入
の
う
え
、

　
郵
送
ま
た
は
持
参
を
お
願
い
し
ま

　
す
。

　h
ttp
://w

w
w
.p
ref.n

a
g
a
sa
k
i.

　jp
/ch
ild
/h
ap
p
y/m
am
a.h
tm
l

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
こ
ど
も
未
来
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
６
８
６

消
費
生
活
通
信
講
座
受
講
生

募
集

　
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
自
宅
で
受
講

で
き
る
通
信
講
座
で
す
。
学
習
期
間

は
平
成
19
年
11
月
か
ら
平
成
20
年
１

月
ま
で
で
す
。

●
講
座
内
容

①
最
近
の
苦
情
相
談
事
例
／
②
最
近

の
商
品
テ
ス
ト
情
報
／
③
く
ら
し
の

法
律
「
金
融
商
品
販
売
法
」
／
④
サ

プ
リ
メ
ン
ト
（
栄
養
補
助
食
品
）
の

上
手
な
つ
き
あ
い
方
／
⑤
自
己
責
任

時
代
の
金
融
商
品
の
選
び
方

●
定
　
員
　
１
０
０
０
人

●
受
講
料
　
無
　
料

●
募
集
期
間
　
９
月
30
日
㈰
ま
で

●
申
込
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

　
職
業
、
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、

　
２
１
０
円
分
の
切
手
を
同
封
し
て

　
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
講
で
き
る
人
に
は
テ
キ
ス
ト
を

　
送
付
し
ま
す（
10
月
末
送
付
予
定
）

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
〒

　
８
５
０
ー
０
０
５
７
　
長
崎
市
大

　
黒
町
３
ー
１
交
通
産
業
ビ
ル
４
階
） 

　
☎
０
９
５
（
８
２
３
）
２
７
８
１

県
立
高
等
技
術
専
門
校
訓
練
生

募
集

　
就
職
に
必
要
な
知
識
・
技
術
の
習

得
を
目
的
と
し
た
県
立
高
等
技
術
専

門
校
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
科
目

【
長
崎
校
】
電
気
・
配
管
シ
ス
テ
ム

科
、
自
動
車
整
備
科
、
建
築
設
計
施

工
科
、
機
械
制
御
シ
ス
テ
ム
科
、
溶

接
技
術
科
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
科
、
観

光
・
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
科

【
佐
世
保
校
】
電
気
シ
ス
テ
ム
科
、

自
動
車
整
備
科
、
Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科
、

建
築
技
術
科
、
機
械
技
術
科
、
溶
接

技
術
科
、
塗
装
技
術
科

●
応
募
資
格
　
高
校
を
卒
業
さ
れ
た

　
人
（
来
春
卒
業
見
込
み
を
含
む
）

　
ま
た
は
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る

　
と
認
め
ら
れ
る
人

※
自
動
車
整
備
科
に
つ
い
て
は
大
学

　
受
験
資
格
の
あ
る
人
に
限
り
ま
す
。

●
受
付
期
間

　
９
月
25
日
㈫
〜
10
月
12
日
㈮

●
試
験
日
　
10
月
25
日
㈭

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
５
（
８
８
７
）
５
６
７
１

　
佐
世
保
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
５
６
（
６
２
）
４
１
５
１

巡
回
法
律
相
談
所
開
設

　
長
崎
県
弁
護
士
会
の
巡
回
法
律
相

談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

　
民
事
・
家
事
・
刑
事
・
行
政
等
に

関
す
る
す
べ
て
の
法
律
相
談
が
で
き

ま
す
。

【
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。】

●
日
　
時

　
９
月
19
日
㈬
　
午
後
１
時
〜
５
時

●
場
　
所
　
西
有
家
公
民
館
（
総
合

　
学
習
セ
ン
タ
ー
カ
ム
ス
）

●
定
　
数
　
８
名
（
必
ず
予
約
し
て

　
く
だ
さ
い
）

※
９
月
３
日
か
ら
予
約
を
受
け
付
け

　
ま
す
。
　

※
事
情
に
よ
っ
て
は
受
け
付
け
で
き

　
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
企
画
振
興
部
人

　
権
・
男
女
共
同
参
画
室

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
３
５

『
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
』講
演
会

　
思
春
期
の
子
供
は
と
て
も
デ
リ
ケ

ー
ト
で
、
身
体
と
心
の
バ
ラ
ン
ス
を

崩
し
や
す
い
時
期
で
す
。
思
春
期
の

子
を
持
つ
両
親
に
聞
い
て
い
た
だ
き

た
い
お
話
で
す
。

●
日
　
時

　
９
月
29
日
㈯
　
午
後
２
時
〜

●
場
　
所
　
布
津
世
紀
の
泉

●
内
　
容

　
思
春
期
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

●
講
　
師
　
大
村
共
立
病
院
　
医
師

　
船
越
俊
一
先
生� 

第
５
回
コ
ミ
ケ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
言
語
や
手
足
に
障
害
の
あ
る
方
や

そ
れ
を
支
援
さ
れ
る
方
に
対
し
、
意

志
を
伝
え
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
機

械
・
器
具
（
意
思
伝
達
装
置
、
呼
び

出
し
装
置
、
環
境
制
御
装
置
等
）
の

情
報
提
供
や
そ
れ
ら
の
上
手
な
利
用

に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
島
原
半

島
で
初
め
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
一
緒

に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

●
日
　
時
　
９
月
30
日
㈰
　

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分

●
場
　
所
　
島
原
市
有
明
町
総
合
文

　
化
会
館
「
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
ー
ブ
」

●
内
　
容

①
事
例
発
表
（
患
者
家
族
・
難
病
相

　
談
員
・
養
護
学
校
）

②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
エ
イ
ド
体

　
験
・
展
示
コ
ー
ナ
ー

③
特
別
講
演
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
ン
の
重
要
性
に
つ
い
て
」

　
講
師
　
長
崎
大
学
医
学
部
保
健
学

　
科
教
授
　
松
阪
誠
應
先
生

④
交
流
会

●
参
加
費
　
１
０
０
０
円
（
資
料
代
）

　
交
流
会
費
（
５
０
０
円
別
途
必
要
）

●
主
　
催
　
な
が
さ
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

　
ー
シ
ョ
ン
エ
イ
ド
研
究
会

●
後
　
援
　
長
崎
県
社
会
福
祉
協
議

　
会
・
南
島
原
市
・
県
南
保
健
所
・

　
島
原
市
・
雲
仙
市

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
〒
８
５
７
ー
０
３
４
２
　
北
松
浦

　
郡
佐
々
町
平
野
免
６
２
０
ー
３
０

　
な
が
さ
き
コ
ミ
ケ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
事
務
局
（
久
保
　
宏
記
）

　
☎
０
９
５
６
（
６
２
）
６
９
０
２
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木
造
住
宅
相
談
窓
口
設
置
の

ご
案
内

　
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
や
リ
フ
ォ

ー
ム
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

●
相
談
日
・
時
間
　
平
日
の
午
前
８

　
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
12
月
28
日

　
〜
１
月
４
日
、
土
、
日
曜
日
、
祝

　
祭
日
を
除
く
。）

●
相
談
窓
口

　
南
島
原
市
建
設
部
管
理
課
内

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
６
６

※
こ
の
ほ
か
、（
財
）
長
崎
県
住
宅
・

　
建
築
総
合
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け
付

　
け
い
た
し
ま
す
。

　
☎
０
９
５
（
８
２
５
）
６
９
４
４

平
成
　
年
度

第
２
回
危
険
物
取
扱
者
試
験

●
種
　
類
　
甲
種
、
乙
種
（
第
１
類

　
〜
第
６
類
）、
丙
種

●
日
　
時

　
11
月
23
日
（
祝
日
）
午
前
10
時
〜

●
受
験
対
象
　
一
般
・
高
校
生

●
試
験
会
場
　
島
原
工
業
高
等
学
校

　（
島
原
市
本
光
寺
町
４
５
５
３
）

※
ほ
か
に
、
長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど

　
で
も
同
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

●
受
験
願
書
受
付
期
間

　
９
月
21
日
㈮
〜
10
月
４
日
㈭

●
受
験
願
書
の
入
手
先
　
島
原
振
興

　
局
、
最
寄
り
の
消
防
署
な
ど

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
㈶
消
防
試
験
研

　
究
セ
ン
タ
ー
長
崎
県
支
部

　
☎
０
９
５
（
８
２
２
）
５
９
９
９

平
成
　
年
度 

動
物
愛
護
週
間

　
島
原
南
高
獣
医
師
会
で
は
、
動
物

愛
護
の
精
神
を
普
及
し
、
適
正
な
飼

い
方
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深

め
る
た
め
次
の
行
事
を
行
い
ま
す
。

●
日
　
時
　
９
月
24
日（
月
・
祝
）　

　（
小
雨
決
行
）午
後
３
時
〜
午
後
５
時

●
場
　
所
　
県
南
保
健
所
駐
車
場
　

　（
島
原
市
新
田
町
３
４
７
ー
９
）　

●
行
事
内
容
　
①
長
寿
犬
の
表
彰
／

②
子
犬
の
養
子
縁
組
（
養
子
縁
組
が

成
立
し
な
か
っ
た
犬
は
飼
い
主
に
お

引
き
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。）
／

③
動
物
の
健
康
相
談
／
④
ふ
れ
あ
い

ミ
ニ
動
物
園
（
乗
馬
体
験
な
ど
）

●
主
　
催

　
島
原
南
高
獣
医
師
会
、
長
崎
県

●
後
　
援
　
長
崎
県
獣
医
師
会
、
南

　
島
原
市
、
島
原
市
、
雲
仙
市

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
島
原
南
高
獣
医
師
会
事
務
局

　
☎
０
９
５
７
（
６
８
）
１
１
７
７

　
市
民
生
活
部
環
境
課

　
☎
０
５
０（
３
３
８
１
）５
０
４
１

県
民
文
化
祭

「
萬
狂
言
　
し
ま
ば
ら
」

　
人
間
国
宝
の
野
村
萬
氏
ら
に
よ
る

狂
言
の
上
演
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

●
日
　
時
　
10
月
３
日
㈬
　
午
後
７
時

●
場
　
所
　
島
原
文
化
会
館
（
島
原

　
市
城
内
１
丁
目
）

●
入
場
料
　
２
０
０
０
円

　
※
高
校
生
以
下
は
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
文
化
振
興
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
７
６
２

秋
の
県
産
品
ま
つ
り

　
県
内
の
優
れ
た
特
産
品
約
２
０
０

０
点
を
集
め
、
展
示
・
即
売
を
行
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時
　
９
月
19
日
㈬
〜
25
日
㈫

　
午
前
10
時
〜
午
後
７
時
30
分

●
場
　
所

　
長
崎
浜
屋
（
長
崎
市
浜
町
）　

※
金
・
土
は
午
後
８
時
ま
で
、
最
終

　
日
は
午
後
５
時
ま
で

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
物
産
流
通
推
進
本
部

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
６
２
１

　
㈳
長
崎
県
物
産
振
興
協
会

　
☎
０
９
５
（
８
２
１
）
６
５
８
０

障
害
者
就
職
面
接
会

　
来
春
、
養
護
学
校
な
ど
を
卒
業
見

込
み
、
も
し
く
は
障
害
者
職
業
訓
練

を
終
了
予
定
の
方
や
、
障
害
を
お
持

ち
で
就
職
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
を

対
象
に
、
企
業
と
の
就
職
面
接
会
を

開
催
し
ま
す
。

●
日
時
・
場
所

　
９
月
21
日
㈮
　
県
立
総
合
体
育
館

　（
長
崎
市
油
木
町
）

　
９
月
26
日
㈬
　
佐
世
保
市
体
育
文

　
化
館
（
佐
世
保
市
光
月
町
）

※
時
間
は
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
　

　
長
崎
県
雇
用
労
政
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
７
１
４

フ
レ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
へ
ど
う
ぞ
！

【
34
歳
以
下
の
人
】

　
フ
レ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
は
、
34
歳
以

下
の
若
者
を
対
象
と
し
て
、
個
別
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
各
種
セ
ミ
ナ
ー
や

情
報
提
供
な
ど
に
よ
り
、
求
職
者
そ

れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
仕
事
さ
が
し
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
フ
レ
ッ
シ
ュ
ワ
ー
ク
（
長
崎
市
銅

　
座
町
４
ー
１
　
り
そ
な
ビ
ル
４
階
）

　
☎
０
９
５
（
８
２
９
）
０
４
９
１

※
電
子
メ
ー
ル
で
の
メ
ー
ル
相
談
も

　
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

　
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ホ

　
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　h
ttp
://w

w
w
.fresh

w
ork
.jp
/

【
35
歳
以
上
の
人
】

　
再
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
お

お
む
ね
35
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し

て
、
個
別
相
談
、
就
職
支
援
セ
ミ
ナ

ー
、
情
報
提
供
な
ど
に
よ
り
、
求
職

者
の
就
職
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
長
崎
県
再
就
職

　
支
援
セ
ン
タ
ー
（
長
崎
市
銅
座
町

　
４
ー
１
　
り
そ
な
ビ
ル
４
階
）

　
☎
０
９
５
（
８
１
８
）
８
７
８
９

※
な
が
さ
き
で
お
仕
事
を
お
探
し
の

　
人
は
、
無
料
で
使
え
る
県
が
運
営

　
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ぜ
ひ
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　h
ttp://w

w
w
.osh
igotoich

iba.jp/

○
携
帯
電
話
用
ア
ド
レ
ス

　h
ttp
://w

w
w
.osh
ig
otoich

ib
a
.

　jp
/m
ob
ile/

県
展
「
公
募
展
」

　
日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
・

書
・
写
真
・
デ
ザ
イ
ン
の
７
部
門
か

ら
な
る
県
内
最
大
の
美
術
展
で
す
。

●
日
時
・
場
所

【
長
崎
会
場
】

　
９
月
15
日
㈯
〜
29
日
㈯
　

　
午
前
10
時
〜
午
後
８
時

　
長
崎
県
美
術
館
（
長
崎
市
出
島
町
）

【
諫
早
会
場
】　

　
10
月
18
日
㈭
〜
28
日
㈰
　

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
諫
早
文
化
会
館
（
諫
早
市
宇
都
町
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
　

　
長
崎
県
文
化
振
興
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
７
６
２

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

　
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援

す
る
た
め
、
学
習
会
な
ど
に
経
験
豊

富
な
講
師
を
無
料
で
派
遣
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎h
ttp
://v
olu
-n
p
o.jp
/

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
県
民
協
働
推
進
室

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
３
１
４

　
㈶
県
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
振
興
基
金

　
☎
０
９
５
（
８
２
７
）
７
６
１
６

宝
く
じ
の
購
入
は
県
内
で
！

　
県
内
で
販
売
さ
れ
た
宝
く
じ
の
収

益
金
は
、
道
路
や
学
校
、
公
園
の
整

備
な
ど
県
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を

通
じ
て
地
域
の
皆
さ
ん
の
た
め
に
役

立
て
ら
れ
ま
す
。

【
全
国
自
治
宝
く
じ
】

●
発
売
期
間

　
９
月
12
日
㈬
〜
９
月
25
日
㈫

●
価
　
格
　
１
枚
２
０
０
円

●
当
選
本
数
　

　
１
等（
６
千
万
円
）…
…
…
…
３
本

　
１
等
の
前
後
賞（
２
千
万
円
）６
本

　
２
等（
１
千
万
円
）…
…
…
…
５
本

　
３
等（
１
０
０
万
円
）…
…
…
50
本

●
抽
選
日
　
９
月
27
日
㈬

　h
ttp
://w

w
w
.p
ref.n

a
g
a
sa
k
i.

　jp
/zaisei/tak

ara/u
rib
a.h
tm
l

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
長
崎
県
財
政
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
１
７
１

マ
イ
・
バ
ッ
グ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
10
月
は
「
マ
イ
・
バ
ッ
グ
・
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
（
買
い
物
袋
持
参
運
動
）」

強
化
月
間
で
す
。
レ
ジ
袋
を
使
わ
な

い
よ
う
に
し
て
ご
み
を
減
ら
し
ま
し

ょ
う
。
皆
さ
ん
も
マ
イ
・
バ
ッ
グ
で

買
い
物
を
始
め
ま
せ
ん
か
？

◎h
ttp
://w

w
w
.p
ref.n

a
g
a
sa
k
i.

　jp
/g
om
i4
r/

▼
お
問
い
合
わ
せ
　
長
崎
県
廃
棄
物
・

　
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
３
７
３

高
校
生
の
離
島
留
学
制
度
に

関
す
る
説
明
会

　
中
学
生
と
保
護
者
を
対
象
に
、
五

島
高
校
（
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス
）
、
壱

岐
高
校
（
原
の
辻
歴
史
文
化
コ
ー
ス
）、

対
馬
高
校
（
国
際
文
化
交
流
コ
ー
ス
）、

猶
興
館
高
校
大
島
分
校
（
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
の
４
校
合
同
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
！

●
日
時
・
場
所

【
島
原
会
場
】　
10
月
６
日
㈯
　

有
明
総
合
文
化
会
館
（
島
原
市
有
明
町
）

【
諫
早
会
場
】　
10
月
７
日
㈰

諫
早
文
化
会
館
（
諫
早
市
宇
都
町
）

【
長
崎
会
場
】　
10
月
７
日
㈰

え
き
ま
え
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
（
長
崎

市
大
黒
町
交
通
会
館
３
階
）

※
時
間
は
午
後
２
時
〜
４
時
　(

諫

　
早
会
場
は
午
前
10
時
〜
正
午
ま
で)

▼
お
問
い
合
わ
せ
　

　
長
崎
県
高
校
教
育
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
４
）
３
３
５
４

試
験
的
に
高
速
道
路
の
料
金

を
値
下
げ
し
て
通
行
量
の
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す

　
並
行
す
る
国
道
の
渋
滞
緩
和
の
効

果
を
把
握
す
る
た
め
に
、
長
崎
自
動

車
道
（
東
そ
の
ぎ
Ｉ
Ｃ
〜
長
崎
Ｉ
Ｃ

間
）
の
料
金
を
値
下
げ
し
て
通
行
量

の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎h
ttp
://w

w
w
.d
ob
ok
u
.p
ref.

　n
a
g
a
sa
k
i.jp
/̃
d
ou
ro/

●
実
験
期
間

　
12
月
31
日
㈪
ま
で
を
予
定

●
割
引
内
容
　
平
日
の
午
後
３
時
〜

　
５
時
、
料
金
の
３
割
引
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ

　
車
載
車
に
限
り
ま
す
）

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
道
路
建
設
課

　
☎
０
９
５
（
８
２
４
）
３
６
２
６

特
別
弔
慰
金
の
請
求
に
つ
い
て

　
戦
没
者
の
ご
遺
族
で
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
方
を
対
象
に
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
請
求
期
限
は

来
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。
請
求
は

お
住
ま
い
の
市
町
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

　
長
崎
県
社
会
福
祉
課

　
☎
０
９
５
（
８
９
５
）
２
４
２
９

19

in

19

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　  

ご
ざ
い
ま
す

平
成
19
年
７
月
分

　
次
の
皆
さ
ま
か
ら
、
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
敬
称
略
ー
　

▼
一
般
寄
付

・
平
湯
　
雪
枝
（
加
津
佐
町
己
）

・
古
野
充
晴
ク
イ
ン
テ
ッ
ド
招
へ
い

　
実
行
委
員
会
（
南
有
馬
町
甲
）

　南島原市テニス協会で

は、市民の皆様の健康維

持とテニスに親しんでい

ただくため、テニス教室

を開催します。丁寧に指

導しますので、お気軽に

ご参加ください。

●期　間：10月２日㈫～12月21日㈮

　毎週火曜日、金曜日

●時　間：午後７時30分から２時間

●場　所

　有家総合運動公園テニスコート

●対象者：小学３年生から一般まで

●参加料：２，０００円（保険代）

●申込先：南島原市教育委員会

　教育総務課（担当：入江）

　☎０５０ー３３８１ー５０８０

　生涯学習課（担当：荒木）

　☎０５０ー３３８１ー５０８２
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　秋の農繁期を迎え、農作業時に農業機械を使用する頻度が増えてくると、農作業事故発生の危険性

も高まります。長崎県と南島原市では、9月15日～10月14日までの１カ月間を「秋の農作業安全運動

月間」と定め、その啓発に努めています。

　農作業事故は、トラクターなど農業機械の運転操作の誤りによる転倒や転落が多く、農地以外の道

路や敷地内における発生や60歳以上の人の事故が目立ちます。長時間の作業はこまめに休憩をとりな

がら行うと共に、機械作業時には万が一の事故に対処できるよう、２人以上で行うよう努めましょう。



ひまわりプランアンケートより 対象者：19歳以上

ふだん意識的に体を動かすようにしていますか？

65歳以上

40歳～64歳

19歳～39歳

69% 31%

はい

51%49%

39% 61%

いいえ

ひまわりプランアンケートより 対象者：19歳以上

運動していない、またはできない理由はなんですか？
（運動をしていない人への質問）

時間がない

一緒にする仲
間がいない　

運動する施設
がない　　　

家族・周囲の
理解がない　

自分がしたい
運動教室・サ
ークルがない

運動するのが
苦手　　　　

関心がない

67%
54%

33%

21%
15%
17%

34%

19～39歳

14%
11%

4%
3%
2%

19%
12%

8%

28%
26%

34%

18%
21%

32%

40～64歳

65歳以上

生活活動《19 エクササイズ》
１エクササイズに
相当する時間

歩行(普通の速さ)、床掃除、子どもの
世話、洗車、荷物の積み下ろし

歩行(早歩き)、自転車、庭掃除、介護

階段の上り下り、家具の移動、雪かき

重い荷物を運ぶ

２０分

１５分

１０分

７～８分

運　動《４エクササイズ》
１エクササイズに
相当する時間

ボーリング、バレーボール、
ウエイトトレーニング(軽/中強度) 

早歩き、卓球、バドミントン、アクアビクス、太極拳

軽いジョギング、ジャズダンス、水泳（ゆっくり）、テニス

ランニング、水泳、柔道、空手

２０分

１５分

１０分

７～８分

健康な食生活って何？運動はどうすれば？

わかっているけど、健康づくりはなかなか続けられない…。

では、仲間と一緒なら、いかがでしょうか。みんなで、健康づくりの輪を広げてみませんか。

そして、地域で食生活を中心とした健康づくりのボランティア活動を行いませんか。

３０名

（申し込み多数の場合は、抽選となりま

すのでご了承ください。）

無　料

有家保健センター（有家町）

※原則として、全講座に参加していた

　だきます。

９月２６日（水）まで�

健康対策課 健康事業班

（℡０５０ -３３８１ -５１４１）

または各総合支所市民課市民班

※電話でも受け付けます。

★食生活改善推進員とは？

　食事などの生活習慣について学んだことを自

ら実行しています。さらに、家族、ご近所さん、

お友達へと健康の輪を広げて、楽しく地域の健

康づくりに取り組んでいます。

★主な活動は？

　健康づくりを手助けするボランティア活動を

　しています。

・地域の人たち（親子、男性、老人会、婦人会等）

　との料理教室

・健康づくりイベントへの参加　など

募 集 人 員

受  講  料

場 　 　 所

締 め 切 り

申  込  先

回 期 　 日 時 間調 理 実 習主 な 講 習 内 容

第１回 10月15日（月）

第２回 11月07日（水）

第３回 11月26日（月）

第４回 12月17日（月）

第５回 11月11日（金）

第６回 01月28日（月）

第７回 02月14日（木）

13：00～16：00

10：00～15：30

10：00～15：30

10：00～15：30

13：00～16：00

10：00～15：30

13：00～16：00

バランスのとれた食事

高齢者の低栄養を防ぐ食事

肥満が気になる人の食事

わが家の昼食づくり

・開講式　・ヘルスメイトとは�  
・私の健康、家族の健康�  

・市民の健康実態について�   
・栄養の基礎知識　・食品衛生�  

・高齢者の食事（実演・実技）�

・生活習慣病を予防するために�  
・暮らしの中に運動を�  

・食育について・食品表示（食品添加物）
・バランスのとれた献立作り�   

・ひまわりプランについて
　～自分達にできること～

・食生活改善推進員との交流会
・閉講式

※都合により、日程・内容を変更することがありますのでご了承ください。

平成１９年９月２２日（土）

ありえコレジヨホール　大会議室

南島原市社会福祉協議会／県民ボランティア活動支援センター

①ＮＰＯ・ボランティア活動へ興味を持っている人
②ＮＰＯ・ボランティア活動の基礎を学びたい人
③その他関係団体

先着３０人（参加費は、無料です）

参加ご希望の方は、別添、申込書に必要事項を記入
の上、南島原市社会福祉協議会（本所・各支所）へ
お申し込みください。締め切りは開催日前日まで

①講　　議　「NPO・ボランティア活動初めての一歩～
　　　　　　その意義と心がまえ～」
②実践発表　「NPO・ボランティア活動の素晴らしさ」
　　　　　　質疑応答
③情報交換会　参加者同士の情報や意見交換、交流を行
　　　　　　い、実践活動へのきっかけの一歩とします。

開 催 期 日 講座の主な内容

お問い合わせ先

開 催 場 所

主催/共催

参 加 対 象

定 　 　 員

締 め 切 り
申 込 方 法

　近年、ＮＰＯ・ボランティア活動は広く認知され、その活動人口も増え、本県のＮＰ

Ｏ法人数も平成１９年３月末で３００を数え、全国でも約３万団体に達しています。

　また、２００７年問題で全国的な話題となっています「団塊の世代」ですが中でも企

業退職者のシニア層が地域の社会貢献のマンパワーとして注目をされ、ＮＰＯ・ボラン

ティアへの期待はますます高まってきています。しかしながら一方で未だボランティア

やＮＰＯ自体が正しく認識、理解がなされていないのが現状です。そのような中、入門

講座では、これから活動への参加を希望する方、または活動を始めたばかりの方を対象

に、ＮＰＯとボランティアの基礎を学び、実践発表、情報交換などを行いＮＰＯ・ボラ

ンティアの理解促進と参加者の実践活動へのきっかけとして開催するものです。　

＜厚生労働省　健康づくりのための運動指針2006より＞

　ひまわりプラン(南島原市健康づくり計画)では、青年期・

壮年期・高齢期の３世代の取り組むテーマの中に、『運動の

習慣』が入っています。

　運動を継続することは、体重のコントロール、筋力や体力

の維持、肥満や生活習慣病の予防、ストレス解消などにつな

がります。しかし、交通機関や車に頼ることが多い現代では

生活の中での運動量は減少しています。さまざまな理由で運

動ができない人もいます。ふだんの生活の中で無理なく、で

きることからはじめてみませんか。

◆自分にあった運動をしましょう

　忙しい日々の中で活動量を増やすには、こまめに生

活活動の中で身体を動かすこともひとつの方法です。

　日頃、私たちはどのくらい身体を動かしているので

しょうか。１週間を振り返って確認してみましょう。

　目標は1週間で２３エクササイズ、そのうちの４エ

クササイズは「運動」であると効果的です。

◆ 23エクササイズ　やってみよう

できることから始めましょう ! !
体を動かす習慣をつけましょう

今月のテーマ：「運動の習慣」
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　毎年9月9日を「救急の日」とし、病気やけがをした人に対する正しい応急処置や、救急

医療および救急業務に対する市民の正しい理解と認識を深めるとともに、救急医療関

係者の意識の高揚を図ることを目的に、昭和57年から9月9日を含む1週間を「救急医療

週間」として、全国一斉に救急啓発活動が行われています。島原消防本部でも期間中、下

記のことに力を入れ取り組んでいます。

大切な人の命をあなたは守ることは出来ますか？

一番近くにいるのはあなたです。救急車が来るま

であなたができることを学びましょう。

「サイレンを鳴らさずに来てください」と、１１９番

通報を受ける時によく言われます。救急車はタクシ

ーではなく緊急のときに使用する車です。緊急であ

るからこそサイレンを鳴らし、回転灯を回しながら

安全で迅速な運行であるように努めています。

サイレンを鳴らさず回転灯を点灯していない車両は

緊急車両とは認められません。

救急車の出場件数は毎年確実に増え続けています。

　救急車は、けがや病気などで緊急に病院での治療

を必要とする人のための車です。緊急ではないのに

救急車を利用すると、本当に救急車を必要とする事

故が起こった場合、遠くに待機している救急車が向

かうことになります。その結果到着が遅れ、最悪の

場合救える命も救えないという事態も起こりかねま

せん。緊急性がなく、自分で行けると思うときは公

共の交通機関などを利用してください。診察可能な

医療機関がわからない時には、最寄りの消防署ある

いは、２４時間のテレホンサービスをご利用ください。

　全国的に実施される救急医療週間（長崎県は９月

６日～９月１２日）において、管内住民の救急医療

および救急業務に対する正しい理解と認識を深める

と共に、事業所および住民を対象とした「救命講習会」

を開催し、応急手当の普及を図ることを目的とし実

施します。

◆日　時　９月７日（金）　午前９時～

◆行事の詳細　

　⑴一日救急隊長（ミス島原　山本裕子）への委嘱状交付

　　午前９時～（消防本部４階多目的ホール）

　⑵一日救急隊長および幼年消防クラブ員等による啓発

　　パレード

　　午前１０時～（サンシャインアーケードから一番街ア

　　ーケードの全区間）

　⑶救命講習会

　　①島原市会場

　　　消防本部４階多目的ホール　午後 1 時～

　　②南島原市会場

　　　ありえコレジヨホール　　　午後 1 時～

　７月２４日㈫から８月１０日㈮まで、南島原市内８

会場で消防スケッチ大会が開催され、多くの市内幼・

保育園児、小学生が参加しました。

　これは火災予防の一環として、消防車両への体験乗

車およびスケッチなどを通して、消防に対する親近感

を深め、火遊び防止などを図り毎年開催されています。

　８月７日㈫のこの日は、有馬小学校に約６０名のチ

ビッコ画伯が集まり、汗をかきながら名作を次々に描

き上げました。

南島原消防署管内（加津佐町・口之津町・南有馬町・北有馬町・西有家町・有家町・布津町・深江町）

の平成１９年上半期（１月～６月）の火災概要は、次のとおりです。

署

計

町

南島原消防署
西 有 家 町 5

2

2

1

1

3

６

2

２２

1

1

１

1

1

3

2

0

１０

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

2

3

計 建 物 林 野 車 両 そ の 他

1

0

0

0

0

3

順 位

1

2

3

4

5

〃

〃

件  数

２２

1

1

2

3

3

5

7

　 火 災 原 因 　

た き 火

不 明 ・ 調 査 中

コ ン ロ ・ 天 ぷ ら 鍋

電 気 配 線 ・ 器 具 等

た ば こ

石 油 ス ト ー ブ

放 火 ・ 放 火 の 疑 い

計

2

９

有 家 町

加 津 佐 町

口 之 津 町

南 有 馬 町

北 有 馬 町

布 津 町

深 江 町

口 之 津 分 署

有 馬 分 署

布 津 分 署

■地区別火災概要 ■火災原因

○消火器や住宅火災警報器の
　悪質な訪問販売による被害
　が発生しています。

・消防署では、消火器や住宅
　火災警報器を直接販売する
　ことはありません。また、
　販売を業者に委託すること
　もありませんので悪質な訪
　問販売等に十分注意してく
　ださい。

・火災警報器の訪問販売は、
　購入後の無条件解約の申し
　出（クーリングオフ）の対
　象になっています。契約後、
　一定の期間は契約の解除が
　認められています。

・悪質訪問販売と疑わしい事
　例に遭遇した場合は、消費
　生活センターや、最寄りの
　消防署または警察署へ相談
　してください。　

住宅火災警報器の
規格

住宅火災警報器は、
国で定める基準が
あります。購入す
るときは、国の基
準に適合した住宅
用火災警報器を選
びましょう。

悪質な訪問販売にご注意ください!!

　防災行政無線は緊急放送を主な目的として

運用していますが、消防署からの火災放送な

どの放送時に、数件の不具合が報告されまし

た。そこで、機器の正常作動を確実なものと

するため毎月 1 回、消防署からの定期試験放

送を行うこととしました。

　皆さまの安心・安全なくらしに重要な役割

を担う防災無線に対し、ご理解をお願いいた

します。

◆実施回数および実施時間
　毎月 1 回（午前９時１０分）
　●加津佐　07 日　　●口之津　09 日
　●南有馬　11 日　　●北有馬　13 日
　●西有家　17 日　　●有　家　19 日
　●布　津　21 日　　●深　江　23 日

◆放送内容
　『消防署からお知らせします。現在機器点
　検のため、試験放送を行っています』
　～くりかえし～
　『これで試験放送を終わります』　

◆その他
　試験放送の前に火災発生のサイレンを吹鳴
　したときは、試験放送を行いません。
　また、試験放送を行う時間帯が行事と重複
　する場合は、調整して実施します。
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　一般市民や企業の皆さまが、暴力団やエセ右翼等から
受ける被害を未然に防ぎ、あるいは被害者救済のため、
県下一斉に民事介入暴力特別相談所を開設します。

　９月１１日（火）　午前10時から午後４時まで

　南島原警察署有家交番　℡0957 ー82 ー2450
※南島原警察署　℡0957 ー86 ー2110
　でも受け付けています。
これら相談内容に応じて、警察や県民会議では
●刑事事件としての処理（逮捕）
●暴力団対策法に基づく中止命令の執行（要求行為の中止）
　などの措置を行い、相談者の立場に立った解決を図っ
　ています。
※一人で悩むより、相談することによって精神的負担も軽
　くなります。警察では、24 時間いつでも相談を受け付け
　ており、秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

　長崎県警では、９月中を「行方不明者捜索強化月間」

として、家出をされて行方不明となられている人、

または事故などで不幸にして亡くなられ、身元がわ

からない人の家族を捜す活動を強化します。

　全国ではこれまで、多くの家出人や身元不明死体

が報告されていますが、長崎県内においても、家出

人件数（過去１０年間）が１，０３０件、身元不明死体

数（過去15年間）は１３２体にも及んでいます。

　下記の理由などで、その安否を気遣っておられる

家族や身内の方は警察本部またはお近くの警察署へ、

お気軽にご相談ください。

●思い悩んで家出した人

●病気を苦にして家出した人

●長い間便りがない人

●犯罪の被害にあっている恐れのある人 

●事故にあっている恐れのある人 

★長崎県警察のホームページでは過去５年間の身元不

　明者の服装や身体特徴等の情報を掲載しています。

　（http://www.police .pref .nagasaki . jp）

　心当たりのある人は警察本部または各警察署へご連
　絡ください。

長崎県警察本部鑑識課　℡ 0 9 5 －8 2 0 －0 1 1 0
南島原警察署 鑑識係・生活安全係
　　　　　　　　　　　℡ 0 9 5 7 －8 6 －2 1 1 0

・暴力団から金を借りたが高金利ではないか。
・取り立てが深夜に及んだり、脅迫的文言を言わ
　れて恐ろしい。

・暴力団が債権者として介入してきた。

・部屋を貸したら暴力団事務所になっていた。

・暴力団の車と接触し、不当な要求を受けている。
・交通事故の相手方代理人として暴力団が出てき
　た。

・暴力団組員への加入を強要されている。

金銭貸借に関する相談
目　　的

日　　時

場　　所

企業倒産に絡む相談

不動産賃貸借に絡む相談

交通事故の示談に絡む相談

その他民事問題に絡む相談
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●所在地：南島原市北有馬町谷川名
●交　通ＪＡ島原雲仙北有馬給油所から山側に
　徒歩15分。ＪＡ島原雲仙北有馬給油所横薬局
　から山側に車で２分。史跡の入口には、「日野
　江城跡」の案内板があります。

　世界遺産に対する県民意識の醸成などに幅広く活用するため、長崎県

が公募していた「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」のシンボルマー

クに、本市南有馬町在住の馬場美保子さんの作品が見事選ばれました。

　馬場さんは東京のデザイン学校を卒業後、地元のデザイン会社に勤め

られていたほどの実力者。最近までは絵を描く時間がなかったとのこと

ですが、今回は新聞の公募広告を見て、久しぶりに筆を執り応募された

そうです。

　シンボルマーク決定の電話があったことについては「とても驚きました」

とのことで、新聞などで知った友人や知人からのお祝いが続いたそうです。

　原城をはじめとしたキリスト教関連遺産に深く関わる本市出身の馬場

さんの作品が選ばれたことはとても意義深く、今後の南島原市の世界遺

産へ向けた活動の支えとなることでしょう。　　　　　　　　　　　　

①ステンドグラスの手で支え包まれた教会は、信者が
　自ら造り上げ守ってきた教会のこれまでの歴史を表
　し、今後は人類の「たからもの」として世界が共に
　守っていくことを表現。
②教会背後の島や山は、多くの教会が入江地や海に面
　した場所に建っていることを表し、あわせて教会や
　集落が自然地形と一体となって優れた文化的景観を
　形成していることを表現。
③教会から導き出ている道は、信仰や教会が海によっ
　てつながってきた歴史を表現。
④国外にもＰＲできるように、世界遺産暫定一覧表に
　登録された英語訳を表記。

　日野江城跡は「有馬氏」代々の居城で、南北朝時代、

古文書によると鎌倉時代の築城とも考えられる九州

で最古級の山城跡です。場所は南島原市北有馬総合

支所から、県道30号線を島原市方面に700ｍ程行っ

たところの左側（北側）に丘陵が見えます。現在の様

子からは想像がつきませんが、この丘陵に日野江城

がありました。

　日野江城主の有馬氏は、第８代有馬貴純（1403年

～1466年）の頃に、高来（島原半島も含まれる）・藤津・

杵島の３郡を領有し、第10代晴純（1483年～1566年）

に至っては、高来・藤津・杵島・神埼・三根・佐賀

の６郡まで領有したといわれています。

　日本で最初のキリシタン大名となった大村純忠は、

第10代有馬晴純の二男で、大村純前の養子となって

大村氏の家督を継いでいます。その後の有馬氏は、

竜造寺氏の肥前侵攻、豊臣秀吉や徳川家康の天下統

一によって島原半島を領有するにとどまりますが、

第11代有馬義貞（1521年～1576年）、第 13 代有馬晴

信（1567年～1612年）がキリシタン大名となったので、

日野江城下には有馬のセミナリヨが置かれ、日野江

城はキリシタン文化の拠点となっていきました。

　日野江城の城主は代 「々有馬氏」でしたが、1616

年（元和2）大和五条城主松倉重政が入城し、その後、

　

松倉氏が島原森岳城を築城したため、日野江城は松

倉氏が入府する前年に発布された一国一城令（大名

の居城以外の城郭の破却を定めた法）によって廃城

になったといわれています。日野江城の縄張り（範

囲や構造）は、絵図や古文書などの重要な資料が不

足しているため今後も研究が必要ですが、数年前の

発掘調査により、16世紀後半（第13代有馬晴信）ごろ

の、日野江城や城下の具体的な構造が少しずつ明ら

かになっています。

　日野江城跡では、発掘成果（箇所）から判断する

と100ｍ以上になる直線的な城道、枡形状の虎口、

墓石を多用した階段、凹の形状の石材と凸の形状の

石材を組み合わせた石垣、金箔瓦など非常に特異な

遺溝や遺物が出土しています。城下では大手口の前

を流れる大手川の護岸で

舟着場と石垣が見つかっ

ています。また、最近の

踏査では、本丸の北側で

新たに城郭の一部とみら

れる曲輪も確認されてお

り、縄張り全容の解明が

待たれます。 金箔瓦出土の状況

石塔を用いた階段→
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未来につたえよう 日野江城跡（北有馬町）
［国史跡（昭和57年7月３日指定）］〔国史跡の面積：115,992．06㎡



●幼児向けおはなし会
　９月１日㈯　15時半～16時
●おはなし会
　９月８日㈯　10時半～11時
●たんぽぽのおはなし会
　９月15日㈯　14時～14時半
●大活字本（県立図書館の図書）の展示
※貸し出しは９月～10月までとな
　っています。

●おはなし会（１階おはなしの部屋）
　９月４日㈫　16時20分～
　９月15日㈯　16時～
　９月22日㈯　14時～

●乳幼児向けおはなし会（３階ホール）
　９月14日㈮　11時15分～

●金よう日おはなし会（乳幼児向け）
　９月14日㈮、28日㈮
　11時～11時半
●日よう日おはなし会（児童向け）
　９月16日㈰　15時～
●押し花展
　９月22日㈯～30日㈰

●作ってあそぼう！～工作ランド～
　９月８日㈯　10時半～
●おはなし会「話の小箱」（ボランティア）

　９月15日㈯　14時～

●おはなし会「ありんこのす」（こどもたち）

　９月22日㈯　11時～
●にこにこおはなし会（乳幼児向け）

　毎週水曜日11時～

●ちゅうりっぷの「おはなし会」
　９月９日㈰　11時～11時半
●としょかん De クイズ・くいず
　９月15日㈯～29日㈯
●おってみゅーDay（おりがみ教室）
　９月22日㈯　14時～14時半

●工作ひろば
　９月１日㈯　14時～
●おはなし会
　９月15日㈯　14時～

加津佐図書館
☎０５０（３３８１）５１１９

西有家図書館
☎０５０（３３８１）５１５５

口之津図書館
☎０５０（３３８１）５１８６

原城図書館
☎０５０（３３８１）５０７８

有家図書館
☎０５０（３３８１）５０４６

深江ふるさと伝承館図書室
☎０５０（３３８１）５１２５

＊詳しいことは、館内ポスターや各図書館

　（室）に問い合わせの上、ご確認ください。

　西有家図書館では、５月から赤ちゃん向けのおはなし会「に

こにこおはなし会」をはじめました。毎週、司書による赤ち

ゃん絵本の読み聞かせや手遊びなどを楽しんでいます。絵本

を読むと、赤ちゃんは手で触ろうとしたり声を出したり興味

を示してくれます。お母さんたちの情報交換の場にもなって

います。妊婦さんも大歓迎、どうぞお出かけください。　　

　10月１日から市内の図書館のネットワークシステムがつな

がります。その工事のため上記の期間、市内全館が臨時休館

となります。市民の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしま

すが、ご理解とご協力をお願いいたします。

赤ちゃんが大好きないないいな
いばあ！40年もの間読み継がれ
てきた定番中の定番。０歳児か
ら楽しめます！

「いないいないばあ」
松谷みよ子 文　瀬川康男 絵（童心社）

ももんちゃんにいろんな動物がす
りすりしにきて…。繰り返しの言葉
も多く、親子ですりすり、スキンシ
ップも楽しめる、かわいい内容です。

「すりすりももんちゃん」
とよたかずひこ さく・え（童心社）

「なーんだなんだ くろいのなんだ？」 
歌のような楽しい言葉とともに、
ゆっくりゆっくり、パンダが出て
きます。赤ちゃんも大喜びの絵本。

「なーんだなんだ」
カズコＧ・ストーン さく（童心社）

西有家図書館No.15

にこにこおはなし会は、毎週水曜日11時から
（西有家図書館おはなしコーナー）

９月１７日（月）～２１日（金）

市内全図書館臨時休館のお知らせ

西有家図書館おすすめの
赤ちゃん向け絵本
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　事　業　名　 時　　　間 場　　　所 備　　　考実 　施　 日

母子保健 ～乳児相談・両親学級・乳幼児健診・予防接種～

乳 児 相 談

１歳６ヵ月児健診

19日（水） ９：00～14：00 有 家 保 健 セ ン タ ー

布 津 保 健 セ ン タ ー 平成18年10月

平成19年２月、６月生北有馬保健センター

口之津保健センター

９：00～14：00

10：00～15：00

10：00～15：00

20日（木）

21日（金）

27日（木）

Ｂ Ｃ Ｇ 予 防 接 種

ポ リ オ 予 防 接 種

28日（金）

11日（火）

５日（水）

14日（金）

18日（火）

12日（水）

７日（金）

12：45～13：00（受付）
＊接種時間 約１時間＊

12：45～13：00（受付）
＊接種時間 約１時間＊

布 津 保 健 セ ン タ ー

口之津保健センター

有 家 保 健 セ ン タ ー

有 家 保 健 セ ン タ ー

口之津保健センター

原城オアシスセンター

布 津 保 健 セ ン タ ー

布 津 保 健 セ ン タ ー 平成18年１月～２月生12：30～12：45（受付）４日（火）

両 親 学 級 原城オアシスセンター 妊婦体操・助産師講話19：30～21：3028日（金）

３ 歳 児 健 診
有 家 保 健 セ ン タ ー 平成16年２月～３月生28日（金）

加津佐保健センター 平成16年１月～３月生
12：30～12：45（受付）

26日（水）

腹 部 超 音 波 検 査

胃 が ん 検 診

40歳以上（総合健診申込者）

原城オアシスセンター

原城オアシスセンター

８：00～11：00（受付）

８：00～11：00（受付） 西有家あけぼの会館

北有馬保健センター

40歳以上（５歳きざみ）

原城オアシスセンター

８：00～11：00（受付） 西有家あけぼの会館

北有馬保健センター

北有馬保健センター

９日（日）・10日（月）

40歳以上
西有家あけぼの会館

28日（金）・30日（日）

20日（木）

17日（月）・18日（火）

13日（木）・14日（金）

９日（日）・10日（月）

９日（日）・10日（月）

17日（月）・18日（火）

28日（金）・30日（日）

西有家あけぼの会館 40歳以上

３日（月）～７日（金）

17日（月）・18日（火）

26日（水）～28日（金）

30日（日）

９日（日）・10日（月）

17日（月）・18日（火）

28日（金）・30日（日）

11日（火）～14日（金）

原城オアシスセンター

12：30～14：30（受付）

北有馬保健センター

基本健診結果説明会 深 江 公 民 館
９：00～16：00

９：00～12：00

13日（木）

14日（金）

18日（火）

19日（水）

20日（木）

２ 歳 児 歯 科 健 診 布 津 保 健 セ ン タ ー 平成17年１月～２月生12：30～12：45（受付）12日（水）

生後３～６カ月

生後３～90カ月

　事　業　名　 時　　　間 場　　　所 備　　　考実 　施　 日

住民健康診査 ～基本健診・胸部検診・大腸がん検診・腹部超音波検査・胃がん検診～

基本健診・胸部検診・
大腸がん検診

　　総 合 健 診　　
基 本 健 診 ・ 胸 部 検 診
大腸がん検診・胃がん検診［ ［

８月１日・２日受診者

８月３日・５日（午前）受診者

８月５日（午後）・６日（午前）受診者

８月６日（午後）・７日受診者

８月８日受診者

9月9月
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月・MON 火・TUE 水・WED 木・THU 金・FRI 土・SAT日・SUN

防災の日

動物愛護週間

●年金相談の予約・お問い合わせは各総合支所でお尋ねください。●行政相談のお問い合わせは各総合支所でお尋ねください。

●年金相談（要予約）
・北有馬老人福祉センター
　10：00～15：00
●行政相談
・原城文化センター
　13：00～16：00

●交通事故巡回相談
・島原市役所
　10：00～16：00
●行政相談
・南島原市商工会　
　有家支所 17：30～

●行政相談
・西有家老人センター
　10：00～12：00

●行政相談
・南島原市商工会
　有家支所 17：30～

●救命講習会
・ありえコレジヨホール
　13：00～
　（＊詳細はP26に掲載）

●『こころの健康づ
　くり』講演会
・布津世紀の泉
　14：00～
　（＊詳細はP21に掲載）

●警察相談の日
・南島原警察署有家交番
　10：00～16：00
　（＊詳細はP28に掲載）

救急の日

敬老の日

結核予防週間

秋分の日 ●動物愛護イベント
・県南保健所駐車場
　15：00～17：00
　（＊詳細はP22に掲載）

●行政相談
・深江ふれあいの家
　13：00～16：00
・西有家老人センター
　10：00～12：00
・加津佐公民館
　13：00～16：00

●ポエ・ファミリー
　コンサート
・ありえコレジヨホール
　開演18：30～
　開場18：00
　（＊詳細はP17に掲載）

●「創業・起業セミナー」
・南島原市商工会
　深江支所 14：00～
　（＊詳細はP17に掲載）

南島原市内の全図書館はお休みします

９月17日（月・祝）～21日（金）まで

30日
●第５回コミケンフォーラム
・島原市有明町
　グリーンウェーブ
　（＊詳細はP21に掲載）


